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令和２年度税制改正の大綱 

令和元年 12月 20日 
閣 議 決 定 

持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃上

げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを

行う。さらに、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対す

る公平な税制を実現するとともに、ＮＩＳＡ（少額投資非課税）制度の見直しを行

う。このほか、国際課税制度の見直しや、所有者不明土地等に係る固定資産税の課

題への対応、納税環境の整備等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うも

のとする。 

一 個人所得課税 

１ 金融・証券税制 

（国税・地方税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

（ＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずる。 

① 非課税累積投資契約に係る非課税措置（つみたてＮＩＳＡ）の勘定設定期

間を令和 24年 12月 31日まで５年延長する。 

② 現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置（一般ＮＩＳＡ）の勘

定設定期間の終了にあわせ、特定非課税累積投資契約（仮称）に係る非課税

措置を次のように創設し、現行の非課税累積投資契約に係る非課税措置と選

択して適用できることとする。 

イ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

累積投資勘定（仮称）を設けた日から同日の属する年の１月１日以後５年

を経過する日までの間に支払を受けるべき特定累積投資勘定（仮称）に係

る株式投資信託（その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの

又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。
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以下「公募等株式投資信託」という。）の配当等（当該金融商品取引業者

等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。）については、所

得税及び個人住民税を課さない。 

ロ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

累積投資勘定（仮称）を設けた日から同日の属する年の１月１日以後５年

を経過する日までの間にその特定累積投資勘定（仮称）に係る公募等株式

投資信託の受益権の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等

については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該公募等株式投

資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関す

る法令の規定の適用上、ないものとみなす。 

ハ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

非課税管理勘定（仮称）を設けた日から同日の属する年の１月１日以後５

年を経過する日までの間に支払を受けるべき特定非課税管理勘定（仮称）

に係る上場株式等の配当等（当該金融商品取引業者等がその配当等の支払

事務の取扱いをするものに限る。）については、所得税及び個人住民税を

課さない。 

ニ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

非課税管理勘定（仮称）を設けた日から同日の属する年の１月１日以後５

年を経過する日までの間にその特定非課税管理勘定（仮称）に係る上場株

式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、

所得税及び個人住民税を課さない。また、当該上場株式等の譲渡等による

損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないも

のとみなす。 

ホ 特定非課税累積投資契約（仮称）とは、上記イからニまでの非課税の適

用を受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した公募等株式投

資信託の受益権の定期かつ継続的な方法による買付け等に関する契約で、

その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。 

（イ）公募等株式投資信託の受益権の管理は、特定累積投資勘定（仮称）

（当該契約に基づき非課税口座で管理される公募等株式投資信託の受益

権を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和６年から
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令和 10 年までの各年のうち現行の累積投資勘定が設定される年以外の

年に設けられるものをいう。）において行うこと。 

（ロ）当該特定累積投資勘定（仮称）は、当該居住者等から提出を受けた非

課税口座簡易開設届出書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書に

記載された勘定設定期間においてのみ設けられること。 

（ハ）当該特定累積投資勘定（仮称）は、原則としてその勘定設定期間内の

各年の１月１日において設けられること。 

（ニ）当該特定累積投資勘定（仮称）には、現行の累積投資勘定に受け入れ

ることができる公募等株式投資信託の受益権のうち、次に掲げる公募等

株式投資信託の受益権のみを受け入れること。 

ａ その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定（仮称）が設けられ

た日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当該金融商品取引業

者等への買付けの委託により取得した公募等株式投資信託の受益権で、

当該期間内の取得対価の額の合計額が 20 万円（下記（ヘ）ｂに掲げ

る移管がされる上場株式等のその移管の時における価額（時価）が

102 万円を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額）

を超えないもの 

ｂ その特定累積投資勘定（仮称）に係る公募等株式投資信託の受益権

の分割等により取得する公募等株式投資信託の受益権 

（注）特定累積投資勘定（仮称）に受け入れた公募等株式投資信託の受益

権については、当該勘定を設けた日の属する年の１月１日以後５年を

経過した日の属する年分の累積投資勘定にその公募等株式投資信託の

受益権の取得対価の額により移管することができることとする。 

（ホ）上場株式等の管理は、特定非課税管理勘定（仮称）（当該契約に基づ

き非課税口座で管理される上場株式等を他の取引に関する記録と区分し

て行うための勘定で、特定累積投資勘定（仮称）と同時に設けられるも

のをいう。）において行うこと。 

（ヘ）当該特定非課税管理勘定（仮称）には、次に掲げる上場株式等のみを

受け入れること。 

ａ その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定（仮称）が設けら
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れた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた特定上

場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が 102 万円（ｂに掲

げる移管がされる上場株式等がある場合には、その移管の時における

その上場株式等の価額（時価）を控除した金額）を超えないもの 

（注１）上記の「特定上場株式等」とは、その居住者等の次に掲げる者

の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等をいう。 

（ａ）（ｂ）に掲げる者以外の者 上場株式等（その上場株式等

を上場している取引所から整理銘柄として指定されているも

のその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの及

びその投資信託約款又は投資法人規約において一定のデリバ

ティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行うことと

されていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して

定める事項が定められているものを除く。） 

（ｂ）令和６年１月１日前に非課税口座を開設していた者又は同

日前に上場株式等の取引を行ったことのある者のうち、その

者の非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業

所の長に対し特定累積投資勘定（仮称）に公募等株式投資信

託を受け入れないことを届け出た者 上場株式（その上場株

式を上場している取引所から整理銘柄として指定されている

ものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

を除く。） 

（注２）上記（注１）（ａ）に掲げる者は、その年分の特定累積投資勘

定（仮称）において、６月以内に公募等株式投資信託の受益権を

受け入れている場合に限り、特定上場株式等の受入れをすること

ができることとする。 

ｂ その居住者等の非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定

非課税管理勘定（仮称）又はその者の未成年者口座の非課税管理勘定

若しくは継続管理勘定から移管がされる上場株式等 

ｃ その特定非課税管理勘定（仮称）に係る上場株式等の分割等により

取得する上場株式等 
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（ト）その他一定の事項 

ヘ 令和５年 12 月 31 日に令和５年分の非課税管理勘定を設定している居住

者等については、令和６年１月１日において、その勘定に係る非課税口座

に特定累積投資勘定（仮称）及び特定非課税管理勘定（仮称）が設けられ

ることとする等の所要の措置を講ずる。 

③ 非課税適用確認書の交付申請を令和３年４月１日以後はできないこととし、

新規の非課税口座開設手続を簡易開設手続に一本化する。 

（注）令和３年４月１日前の交付申請により取得した非課税適用確認書につい

て、所要の経過措置を講ずる。 

④ 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を提供できることとする。 

イ 金融商品取引業者等変更届出書 

ロ 非課税口座廃止届出書 

ハ 勘定の変更等に係る非課税口座異動届出書 

ニ 非課税口座移管依頼書 

ホ 非課税口座開設者死亡届出書 

（2）未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措

置（ジュニアＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずる。 

① 未成年者口座開設可能期間は延長せずに終了することとし、その終了にあ

わせ、令和６年１月１日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上

場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができる

こととする。 

② 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を提供できることとする。 

イ 未成年者口座廃止届出書 

ロ 出国移管依頼書 

ハ 未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書 

ニ 未成年者出国届出書 

ホ 未成年者口座移管依頼書 

へ 未成年者口座開設者死亡届出書 
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（3）エンジェル税制について、次の措置を講ずる。 

① 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会

社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。 

イ 適用対象となる特定中小会社の範囲に、内国法人のうち設立後 10 年未

満の中小企業者に該当するもので金融商品取引法に規定する第一種少額電

子募集取扱業務を行う同法の規定による登録を受けた者を通じて投資され

ることその他一定の要件を満たす株式会社を加える。 

ロ 適用対象となる特定中小会社のうち、中小企業等経営強化法に規定する

特定新規中小企業者（以下「特定新規中小企業者」という。）に該当する

株式会社及び内国法人のうち設立後 10 年未満の中小企業者に該当するも

ので投資事業有限責任組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投

資されることその他一定の要件を満たす株式会社に係る確認手続において、

次に掲げる書類については、都道府県知事又は投資事業有限責任組合へ提

出する申請書への添付を要しないこととする。 

（イ）定款 

（ロ）事業報告書 

（ハ）法人税の確定申告書に添付された別表二の写し 

（ニ）組織図 

② 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、

次の措置を講ずる。 

イ 適用対象となる特定新規中小会社の範囲に、次に掲げる株式会社を加え

る。 

（イ）設立後３年以上５年未満の特定新規中小企業者に該当する株式会社で

あって、次に掲げる要件を満たすもの 

ａ 前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字である

こと。 

ｂ 前事業年度の試験研究費等の収入金額に対する割合（以下「試験研

究費等割合」という。）が５％を超えること。 

ｃ 払込みにより当該株式会社の株式の取得をする者と投資契約を締結

する株式会社であること。 
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（ロ）内国法人のうち、設立後５年未満の中小企業者に該当するもので、投

資事業有限責任組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資さ

れること、設立後１年以上の中小企業者に該当する株式会社（設立後１

年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。）にあっては前

事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であることそ

の他一定の要件を満たす株式会社 

（ハ）内国法人のうち、設立後５年未満の中小企業者に該当するもので、金

融商品取引法に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う同法の規定

による登録を受けた者を通じて投資されること、設立後１年以上の中小

企業者に該当する株式会社（設立後１年未満かつ最初の事業年度が終了

しているものを含む。）にあっては前事業年度までの営業活動によるキ

ャッシュ・フローが赤字であることその他一定の要件を満たす株式会社 

ロ 適用対象となる設立後１年以上３年未満の特定新規中小企業者（設立後

１年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。）について、試

験研究費等割合の要件を５％超（現行：３％超）に引き上げることとする。 

ハ 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社

により発行される株式の発行期限を２年延長する。 

ニ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社

により発行される株式の発行期限を２年延長する。 

ホ 所要の経過措置等を講じた上、令和３年１月１日以後は控除対象限度額

を 800万円（現行：1,000 万円）に引き下げることとする。 

ヘ 適用対象となる特定新規中小会社（特定新規中小企業者に該当する株式

会社並びに上記ハ及びニの株式会社に限る。）に係る確認手続において、

次に掲げる書類（上記ハ及びニの株式会社にあっては（イ）、（ハ）及び

（ニ）に掲げる書類に限る。）については、都道府県知事、国家戦略特別

区域担当大臣又は認定地方公共団体へ提出する申請書への添付を要しない

こととする。 

（イ）定款 

（ロ）事業報告書 

（ハ）法人税の確定申告書に添付された別表二の写し 
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（ニ）組織図 

（4）特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次

の措置を講ずる。 

① 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次に掲げる上場

株式等を加える。 

イ 居住者等が有する取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項

付種類株式であって上場株式等以外の株式に該当するものの請求権の行使、

取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等 

ロ 居住者等が発行法人等に対して役務の提供をした場合においてその居住

者等がその発行法人等から取得する上場株式等で、その上場株式等と引換

えにする払込み又は給付を要しない場合のその上場株式等 

ハ 居住者等が金融商品取引業者等の営業所の長に対する非課税口座簡易開

設届出書の提出により設定された口座でその設定の時から非課税口座に該

当しないこととされたものにおいて管理されている上場株式等で、その該

当しないこととされた日にその金融商品取引業者等の営業所に開設されて

いる特定口座に一定の方法により移管されるもの 

② 次に掲げる書類の提出に代えて、電磁的方法により当該書類に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を提供することができることとする。 

イ 特定口座源泉徴収選択届出書 

ロ 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 

ハ 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書 

ニ 特定管理口座開設届出書 

ホ 相続上場株式等移管依頼書 

ヘ 非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書 

ト 未成年者口座内上場株式等の未成年者口座から特定口座への移管依頼書 

チ 営業所の移管又は勘定の設定若しくは廃止に係る特定口座異動届出書 

リ 特定口座継続適用届出書 

ヌ 特定口座廃止届出書 

ル 特定口座開設者死亡届出書 

（注）上記①ロの改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得す
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る上場株式等について適用する。 

（5）情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関

する法律等の一部を改正する法律（以下「資金決済法等改正法」という。）の

施行に伴い、次の措置を講ずる。 

① 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損

失の繰越控除の適用対象から、暗号資産デリバティブ取引に係る雑所得等を

除外する。 

② 先物取引に関する支払調書制度等について、次の措置を講ずる。 

イ 暗号資産デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等の営業所

の長は、その年中の暗号資産デリバティブ取引の差金等決済により確定し

た利益又は損失の額の合計額等を記載した支払調書を、その差金等決済が

あった日の翌年１月 31 日までに、税務署長に提出しなければならないこ

ととする。 

ロ 資金決済法等改正法の施行の日から令和２年 12 月 31 日までの間に行わ

れる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引に関す

る支払調書の提出を要しないこととする。 

（注）上記ロの期間内に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済に

ついては、先物取引の差金等決済をする者の告知を要しないこととする。 

（6）告知制度について次の措置を講ずる。 

① 法人が次に掲げる告知又は告知書の提出（以下「告知等」という。）をす

る場合において、その告知等を受ける者が、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表されているその

告知等をする法人の名称、本店等の所在地及び法人番号を確認したときは、

その告知等をする法人については、告知等の際に必要な本人確認書類の提示

を要しないこととする。 

イ 利子、配当等の受領者の告知 

ロ 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出 

ハ 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出 

ニ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知 

ホ 交付金銭等の受領者の告知 
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ヘ 償還金等の受領者の告知 

ト 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 

チ 先物取引の差金等決済をする者の告知 

リ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 

ヌ 国外送金等をする者の告知書の提出 

ル 国外証券移管等をする者の告知書の提出 

② 法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、電気通信回

線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から登記情報の送

信を受ける方法によりその告知等をする法人の名称及び本店等の所在地を確

認したときは、その告知等をする法人については、告知等の際に必要な登記

事項証明書の提示を要しないこととする。 

③ 法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、その告知等

をする法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、そ

の告知等をする法人については、その告知等を受ける者に対して、その告知

等をする法人の法人番号の告知又は告知書へのその法人の法人番号の記載を

要しないこととする。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

２ 土地・住宅税制 

（国 税） 

〔新設〕 

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設 

（1）個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利（以下

「低未利用土地等」という。）であることについての市区町村の長の確認がさ

れたもので、その年１月１日において所有期間が５年を超えるものの譲渡（そ

の個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対してするも

の及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が 500 万円

を超えるものを除く。）を土地基本法等の一部を改正する法律（仮称）の施行

の日又は令和２年７月１日のいずれか遅い日から令和４年 12 月 31 日までの間

にした場合（譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村の長の確認が

された場合に限る。）には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡
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所得の金額から 100 万円（当該長期譲渡所得の金額が 100 万円に満たない場合

には、当該長期譲渡所得の金額）を控除することができることとする。 

（2）適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地又は

その土地の上に存する権利について、その年の前年又は前々年において上記

（1）の適用を受けている場合には、その低未利用土地等については上記（1）

の適用ができないこととするほか、所要の措置を講ずる。 

〔延長・拡充〕 

（1）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の

特例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（2）配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供され

る土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利（以下「配偶者敷地利用権」と

いう。）について、次の措置を講ずる。 

① 配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、その消滅等の対価とし

て支払を受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、配偶

者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等

（以下「居住建物等」という。）についてその被相続人に係る居住建物等の

取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権

の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。 

（注１）上記の居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日から

その設定の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。 

（注２）上記の「配偶者居住権等割合」とは、その配偶者居住権の設定の時に

おける配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住

建物等の価額に相当する金額に対する割合をいう。 

② 相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地

利用権が消滅する前に当該居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金

額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又

は配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とする。 

（注）上記の居住建物等のうち建物の取得費についてはその取得の日から譲渡

の日までの期間に係る減価の額を控除することとし、上記の配偶者居住権

又は配偶者敷地利用権の取得費についてはその配偶者居住権の設定の日か
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ら譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。 

③ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、居住建物

等が収用等をされた場合において、配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消

滅等をし、一定の補償金を取得するときは、その適用ができることとする。 

（注）特例の対象となる上記の補償金の全部又は一部に相当する金額をもって

取得する代替資産の範囲について所要の措置を講ずる。 

④ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種

市街地再開発事業等が施行された場合において、居住建物等に係る権利変換

により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときを加えることと

する。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記③及び④の改正に伴い、権利変換により、建物の賃借権を取得しなか

った場合において一定の補償金を取得するとき及び施設建築物の一部等に賃

借権が与えられた場合についても、これらの特例の適用対象となることを法

令上明確化する（法人税についても同様とする。）。 

（3）森林組合法の改正を前提に、森林組合制度の見直し後も引き続き、森林組合

等に委託して地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合を農

地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800 万円特別控除の対象と

する。 

（4）特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適

用期限を２年延長する。 

（5）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長

する。 

（6）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長する。 

〔縮減等〕 

（1）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その適用期限を３

年延長する。 

① 都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の

認定整備事業者に対する土地等の譲渡 
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② 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成（都市計画法の開発許

可又は土地区画整理法の認可を受けて行われるものであること等の要件を満

たすものに限る。）を行う者に対する土地等の譲渡 

（2）住宅の取得等をした家屋（以下「新規住宅」という。）をその居住の用に供

した個人が、その居住の用に供した日の属する年から３年目に該当する年中に

新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡（以下「従

前住宅等の譲渡」という。）をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡

につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等

を有する場合の所得税額の特別控除及び認定住宅の新築等をした場合の所得税

額の特別控除の適用を受けることができないこととする。 

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 

② 居住用財産の譲渡所得の特別控除 

③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 

④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え

及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に従前住宅等の譲渡をする場合につ

いて適用する。 

（地方税） 

〔新設〕 

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設 

（1）個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利（以下

「低未利用土地等」という。）であることについての市区町村の長の確認がさ

れたもので、その年１月１日において所有期間が５年を超えるものの譲渡（そ

の個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対してするも

の及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が 500 万円

を超えるものを除く。）を土地基本法等の一部を改正する法律（仮称）の施行

の日又は令和２年７月１日のいずれか遅い日から令和４年 12 月 31 日までの間

にした場合（譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村の長の確認が

された場合に限る。）には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡

所得の金額から 100 万円（当該長期譲渡所得の金額が 100 万円に満たない場合
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には、当該長期譲渡所得の金額）を控除することができることとする。 

（2）適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地又は

その土地の上に存する権利について、その年の前年又は前々年において上記

（1）の適用を受けている場合には、その低未利用土地等については上記（1）

の適用ができないこととするほか、所要の措置を講ずる。 

〔延長・拡充〕 

（1）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の

特例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（2）配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供され

る土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利（以下「配偶者敷地利用権」と

いう。）について、次の措置を講ずる。 

① 配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、その消滅等の対価とし

て支払を受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、配偶

者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等

（以下「居住建物等」という。）についてその被相続人に係る居住建物等の

取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権

の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。 

（注１）上記の居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日から

その設定の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。 

（注２）上記の「配偶者居住権等割合」とは、その配偶者居住権の設定の時に

おける配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住

建物等の価額に相当する金額に対する割合をいう。 

② 相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地

利用権が消滅する前に当該居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金

額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又

は配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とする。 

（注）上記の居住建物等のうち建物の取得費についてはその取得の日から譲渡

の日までの期間に係る減価の額を控除することとし、上記の配偶者居住権

又は配偶者敷地利用権の取得費についてはその配偶者居住権の設定の日か

ら譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。 
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③ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、居住建物

等が収用等をされた場合において、配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消

滅等をし、一定の補償金を取得するときは、その適用ができることとする。 

（注）特例の対象となる上記の補償金の全部又は一部に相当する金額をもって

取得する代替資産の範囲について所要の措置を講ずる。 

④ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種

市街地再開発事業等が施行された場合において、居住建物等に係る権利変換

により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときを加えることと

する。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記③及び④の改正に伴い、権利変換により、建物の賃借権を取得しなか

った場合において一定の補償金を取得するとき及び施設建築物の一部等に賃

借権が与えられた場合についても、これらの特例の適用対象となることを法

令上明確化する。 

（3）森林組合法の改正を前提に、森林組合制度の見直し後も引き続き、森林組合

等に委託して地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合を農

地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800 万円特別控除の対象と

する。 

（4）特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適

用期限を２年延長する。 

（5）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長

する。 

（6）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長する。 

〔縮減等〕 

（1）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例について、次に掲げる譲渡を適用対象から除外した上、その適用期限を３

年延長する。 

① 都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業の

認定整備事業者に対する土地等の譲渡 

② 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成（都市計画法の開発許
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可又は土地区画整理法の認可を受けて行われるものであること等の要件を満

たすものに限る。）を行う者に対する土地等の譲渡 

（2）住宅の取得等をした家屋（以下「新規住宅」という。）をその居住の用に供

した個人が、その居住の用に供した日の属する年から３年目に該当する年中に

新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡（以下「従

前住宅等の譲渡」という。）をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡

につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等

を有する場合の個人住民税における住宅借入金特別税額控除の適用を受けるこ

とができないこととする。 

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 

② 居住用財産の譲渡所得の特別控除 

③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 

④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え

及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に従前住宅等の譲渡をする場合につ

いて適用する。 

３ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔新設〕 

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を次のとおり創設する。 

（1）個人が、令和３年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得

を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の

損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建

物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用につい

ては、生じなかったものとみなす。 

（注１）上記の「国外中古建物」とは、個人において使用され、又は法人におい

て事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれを

その個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所

得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算

する際の耐用年数を次の方法により算定しているものをいう。 
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① 法定耐用年数の全部を経過した資産についてその法定耐用年数の

20％に相当する年数を耐用年数とする方法 

② 法定耐用年数の一部を経過した資産についてその資産の法定耐用年数

から経過年数を控除した年数に、経過年数の 20％に相当する年数を加

算した年数を耐用年数とする方法 

③ その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法

（その耐用年数を国外中古建物の所在地国の法令における耐用年数とし

ている旨を明らかにする書類その他のその使用可能期間の年数が適切で

あることを証する一定の書類の添付がある場合を除く。） 

（注２）上記の「国外不動産所得の損失の金額」とは、不動産所得の金額の計算

上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額（その国外中古建物以外

の国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額がある場合には、当該

損失の金額を当該国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算

上控除してもなお控除しきれない金額）をいう。 

（2）上記（1）の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の

金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累計額から

は、上記（1）によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額

を除くこととすることその他の所要の措置を講ずる。 

〔延長・拡充〕 

（1）公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置

を講ずる。 

① 特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、大学共同利用機関法人、

公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構のうちいわゆるパブリ

ック・サポート・テスト要件及び情報公開に関する要件を満たすものに対す

る寄附金であって、その寄附金が学生又は不安定な雇用状態である研究者に

対する研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業（以下「研

究等支援事業」という。）に充てられることが確実なものとして次に掲げる

要件を満たすことを所管庁が確認したものを加える。 

イ 各法人が当該寄附金を研究等支援事業のための独立した基金（以下「研

究等支援事業基金」という。）を設けて管理し、他の財源と区分して経理
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していること。 

ロ 研究等支援事業基金からの使途が各法人の行う次に掲げる事業（学生又

は一定の研究者を対象とするものに限る。）に限定されていること。 

（イ）学生又は一定の研究者が公募により選定されて参加する研究に関する

プロジェクトにおいて、当該学生又は一定の研究者が自立した研究者と

して行う研究活動に要する費用を負担する事業 

（ロ）論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用

で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業 

（ハ）大学院に在学する学生又は一定の研究者のその専門とする分野に係る

研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究

者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進

する事業 

（注）上記の「一定の研究者」とは、博士の学位を取得した者又は所定の単

位を修得の上博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程におけ

る前期の課程を除く。）を退学した者のうち国立大学法人等に任期を定

めて採用され、研究業務に従事している者で、学校教育法に規定する教

授、准教授、講師、助教又は助手に該当しない者その他これに準ずる者

をいう。 

ハ 各法人は事業年度終了後３月以内に研究等支援事業基金への受入額、研

究等支援事業基金からの支出額等の明細書を監査を経た上で所管庁に提出

すること。 

② 適用対象となる学校法人等が閲覧対象とすべき書類の範囲に、役員に対す

る報酬等の支給の基準その他一定の書類を加える。 

③ いわゆるパブリック・サポート・テスト要件について、総収入金額及び受

け入れた寄附金の額の総額から民間公益活動を促進するための休眠預金等に

係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するために受け取った助成

金の額を除外する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（2）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次の措置を講ずる（法

人税についても同様とする。）。 
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① 本特例の適用期限を３年延長する。 

② 適用対象となる売却の範囲に、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場

において行う売却を加える。 

（注）上記②の改正は、令和２年６月 21日以後に行う売却について適用する。 

（3）山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を２年延長する。 

（4）公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、

次の措置を講ずる。 

① 申請書の提出があった日から１月以内に国税庁長官の承認をしないことの

決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例について、対象範

囲に認定ＮＰＯ法人又は特例認定ＮＰＯ法人に対する贈与又は遺贈（以下

「贈与等」という。）でこれらの法人の役員等及び社員（これらの者の親族

等を含む。）以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が一定の手

続の下でこれらの法人の行う特定非営利活動に充てるための基金に組み入れ

られるものを加える。 

② 贈与等に係る財産を公益目的事業の用に直接供した日から２年以内に買い

換える場合であっても、当該財産が上記①の基金に組み入れる方法により管

理されている等の要件を満たすときは、当該財産の譲渡収入の全部に相当す

る金額をもって取得した資産を当該方法により管理する等の一定の要件の下

で非課税措置の継続適用を受けることができることとする。 

③ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

（仮称）の制定を前提に、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方

独立行政法人（博物館等の設置及び管理の業務を主たる目的とするものに限

る。）に対する贈与等に係る有形文化財で一定のものを当該贈与等があった

日から２年を経過する日までの期間内に、文化観光拠点施設を中核とした地

域における文化観光の推進に関する法律（仮称）の認定拠点計画（仮称）又

は認定地域計画（仮称）に記載された同法の一定の事業でこれらの法人の有

する同法の文化観光拠点施設（仮称）に該当するものにおいて行われるもの

（公益目的事業に該当するものに限る。）の用に直接供され、又は供される

見込みである旨の証明書が添付された申請書の提出があった場合において、

当該申請書の提出があった日から１月以内に国税庁長官の承認をしないこと



 

－20－ 

の決定がなかったときは、その承認があったものとみなす。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（5）認定ＮＰＯ法人について、関係法令の改正によりいわゆるパブリック・サポ

ート・テスト要件の総収入金額及び受入寄附金総額から民間公益活動を促進す

るための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するた

めに受け取った助成金の額を除外する等の措置が講じられた後も、引き続き認

定ＮＰＯ法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除

等の対象とする。 

（地方税） 

〔新設〕 

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等について、所得税における特例の

創設に伴い、所要の措置を講ずる。 

〔延長・拡充〕 

（1）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。 

① 本特例の適用期限を３年延長する。 

② 適用対象となる売却の範囲に、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場

において行う売却を加える。 

（注）上記②の改正は、令和２年６月 21日以後に行う売却について適用する。 

（2）山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を２年延長する。 

（3）公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、

所得税における見直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

（4）認定ＮＰＯ法人について、関係法令の改正によりいわゆるパブリック・サポ

ート・テスト要件の総収入金額及び受入寄附金総額から民間公益活動を促進す

るための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するた

めに受け取った助成金の額を除外する等の措置が講じられた後も、引き続き認

定ＮＰＯ法人等に寄附をした場合の寄附金控除の対象とする。 

（5）農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を１年延長する。 

〔廃止・縮減等〕 

（1）金属鉱業等鉱害防止準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、

令和２年４月１日から令和９年３月 31 日までの間に開始する各事業年度につ
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いては、現行法による準備金積立率（80％）に対して１年ごとに８分の１ずつ

縮小した率による積立てを認める経過措置を講ずる。 

（2）特定災害防止準備金制度について、準備金積立率を 60％（現行：100％）に

引き下げた上、その適用期限を２年延長する。 

（3）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例について、

対象となる個人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を 500 人以下（現

行：1,000人以下）に引き下げた上、その適用期限を２年延長する。 

４ その他 

（国 税） 

（1）未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し 

① 未婚のひとり親に対する税制上の措置 

イ 居住者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの

（寡婦又は寡夫である者を除く。）である場合には、その者のその年分の

総所得金額等から 35万円を控除する。 

（イ）その者と生計を一にする子（総所得金額等の合計額が 48 万円以下で

あるものに限る。）を有すること。 

（ロ）合計所得金額が 500万円以下であること。 

（ハ）次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ａ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その

者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届

の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた

者がいないこと。 

ｂ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その

者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これ

らと同一の内容である旨の記載がされていないこと。 

ロ 上記イの控除については、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用

できることとする。 

ハ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和２年分以後の所得税について適用する。なお、給与

所得者については令和２年分の年末調整において適用できることとするほ
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か、所要の経過措置を講ずる。 

② 寡婦（寡夫）控除の見直し 

寡婦（寡夫）控除について、次の見直しを行う。 

イ 扶養親族その他その者と生計を一にする子（総所得金額等の合計額が

48 万円以下であるものに限る。）を有する寡婦の要件に、合計所得金額が

500万円以下であることを加える。 

ロ 寡婦及び寡夫の要件に、次に掲げるいずれかの要件を満たすことを加え

る。 

（イ）その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者

と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻

又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がい

ないこと。 

（ロ）その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者

の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと

同一の内容である旨の記載がされていないこと。 

ハ 現行の寡婦控除の特例を廃止する。 

ニ その者と生計を一にする子（総所得金額等の合計額が 48 万円以下であ

るものに限る。）を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を 35

万円に引き上げる。 

ホ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は令和２年分以後の所得税について適用するほか、所要の経

過措置を講ずる。 

（2）日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について、次の措置を講ずる。 

① 非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢 30 歳以

上 70歳未満の者であって次のいずれにも該当しない者を除外する。 

イ 留学により非居住者となった者 

ロ 障害者 

ハ その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を

38万円以上受けている者 

② 年齢 30 歳以上 70 歳未満の非居住者であって上記①イ又はハに該当する者
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に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金

等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、上記①イ又はハに該

当する者であることを明らかにする書類を提出等し、又は提示しなければな

らないこととする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注１）上記①イに該当する者であることを明らかにする書類は外国政府又は外

国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留

する者であることを証する書類とし、上記①ハに該当する者であることを

明らかにする書類は現行の送金関係書類でその送金額等が 38 万円以上で

あることを明らかにする書類とする。 

（注２）上記の改正は、令和５年１月１日以後に支払われる給与等及び公的年金

等並びに令和５年分以後の所得税について適用する。 

（3）確定拠出年金法等の改正を前提に次の措置を講ずる。 

① 確定拠出年金制度等について次の見直し等が行われた後も、現行の税制上

の措置を適用する。 

イ 確定拠出年金制度及び農業者年金制度の加入可能要件について、企業型

確定拠出年金制度は厚生年金被保険者であれば、個人型確定拠出年金制度

及び農業者年金制度は国民年金被保険者であれば、それぞれ加入可能とす

る。 

ロ 確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度及び農業者年金制度の受給開

始時期等の選択可能な範囲を拡大する。 

ハ 確定拠出年金法の簡易企業型年金及び中小事業主掛金納付制度について、

これらの制度が実施可能な事業主の範囲を拡大する。 

ニ 企業型確定拠出年金加入者について、企業型確定拠出年金の規約の定め

なしに個人型確定拠出年金制度への加入を可能とする。 

ホ 確定給付企業年金制度の終了時における同制度から個人型確定拠出年金

制度への年金資産の移換及び加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金制

度から通算企業年金制度への年金資産の移換を可能とする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

（4）オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして各競技統括
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団体から交付される金品の非課税限度額について、令和２年に開催される東京

オリンピック競技大会における公益財団法人日本オリンピック委員会から交付

される金品の額を参考に引き上げるとともに、パラリンピック競技大会におけ

る成績優秀者を表彰するものとして各競技統括団体から交付される金品につい

て同額までの部分を非課税とする。 

（注）本非課税措置の適用対象となるパラリンピック競技大会の各競技統括団体

は、文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 

（5）収入金額とすべき経済的利益の価額を譲渡についての制限が解除された日に

おける価額とする収入金額の計算に関する措置について、次の措置を講ずる。 

① 発行法人等に対する役務の提供の対価として交付される譲渡制限付株式で

その譲渡制限付株式と引換えにする払込み又は給付を要しない場合のその譲

渡制限付株式を対象に加える。 

② 発行法人等に対する役務の提供の対価として譲渡制限付株式の交付を受け

た個人が死亡した場合において、当該譲渡制限付株式のうち当該個人の死亡

の時に発行法人等が無償で取得することとなる事由に該当しないことが確定

しているものについては、当該個人の死亡の日におけるその譲渡制限付株式

に係る経済的利益の価額を当該個人の収入金額とする。 

（注）上記①の改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に交付の決

議がされる譲渡制限付株式について適用する。 

（6）雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告について、次の見

直しを行う。 

① その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 300 万円以下

である個人は、その年分の当該業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額

及び必要経費に算入すべき金額を当該業務につきその年において収入した金

額及び支出した費用の額とすることができる特例（いわゆる「現金主義によ

る所得計算の特例」）の適用ができることとする。 

② その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 300 万円を超

える個人は、現金預金取引等関係書類を起算日から５年間、その者の住所地

又は居所地に保存しなければならないこととする。 

③ その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 1,000 万円を
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超える個人が確定申告書を提出する場合には、当該業務に係るその年中の総

収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付しなけ

ればならないこととする。 

（注１）上記の「現金預金取引等関係書類」とは、その業務に係る取引に関して

相手方から受け取った書類及び自己の作成した書類のうち、現金の収受若

しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたものを

いう。 

（注２）上記の「起算日」とは、現金預金取引等関係書類の作成又は受領の日の

属する年の翌年３月 15日の翌日をいう。 

（注３）上記の改正は、令和４年分以後の所得税について適用する。 

（7）確定申告書等に記載する各種所得に係る収入金額の支払者に関する事項につ

いて、その支払者が法人である場合には、現行の支払者の本店等の所在地の記

載に代えて、支払者の法人番号の記載によることができることとする。 

（注）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告書等を令和４年１月１日以後に

提出する場合について適用する。 

（8）医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、次の措置を

講ずる。 

① 現行の医療保険者の医療費の額等を通知する書類の添付に代えて、次に掲

げる書類の添付ができることとする。 

イ 審査支払機関の医療費の額等を通知する書類（当該書類に記載すべき事

項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を

担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定め

るものを含む。） 

ロ 医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録され

た電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するため

の所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるもの 

（注１）上記の改正により、電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）によ

り確定申告を行う場合においても、マイナポータルを使用して取得する

審査支払機関の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録さ

れた一定の電磁的記録の送信をもって、当該書類の添付に代えることが
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できることとなる。 

（注２）上記の「審査支払機関」とは、社会保険診療報酬支払基金及び国民健

康保険団体連合会をいう。 

② 電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により確定申告を行う場合に

おいて、次に掲げる書類の記載事項を入力して送信するときは、これらの書

類の確定申告書への添付に代えることができることとする。この場合におい

て、税務署長は、確定申告期限等から５年間、その送信に係る事項の確認の

ために必要があるときは、これらの書類を提示又は提出させることができる

こととする。 

イ 医療保険者の医療費の額等を通知する書類 

ロ 審査支払機関の医療費の額等を通知する書類 

（注）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告書を令和４年１月１日以後に提

出する場合について適用する。 

（9）寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、現行の特定

寄附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類の添付等に代えて、地方

公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者（以下「特定寄附仲

介事業者」という。）の特定寄附金の額等を証する書類（当該書類に記載すべ

き事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を

担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるも

のを含む。以下同じ。）の添付等ができることとする。 

（注１）上記の改正により、電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により

確定申告を行う場合においても、特定寄附仲介事業者の特定寄附金の額等

を証する書類に記載すべき事項が記録された一定の電磁的記録の送信をも

って、当該書類の添付等に代えることができること等となる。 

（注２）上記の改正は、令和３年分以後の確定申告書を令和４年１月１日以後に

提出する場合について適用する。 

（10）源泉徴収（青色申告書を提出した個人の事業所得の金額等に係る支払及び

青色申告書を提出した法人の支払に係るものを除く。）における推計課税につ

いて次の措置を講ずる。 

① 源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合におい
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て、税務署長がその源泉徴収義務者からその給与等の支払に係る所得税を徴

収するときは、その給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の

性質、その提供の程度その他の事項により、その給与等の支払を受けた者ご

との支払金額及びその支払の日の推計等をして、これをすることができる。 

② 税務署長は、上記①によりその給与等の支払を受けた者ごとの支払金額及

びその支払の日の推計等をすることが困難である場合には、給与等の支払の

日が各月末日であるものとし、給与等の支払金額の総額を給与等の支払を受

けた者の人数で除し、これを給与等の支払金額の総額の計算の基礎となる期

間の月数で除して計算した金額を、その支払を受けた者ごとの各月の給与等

の支払金額として、所得税を徴収することができる。 

③ 税務署長は、上記②の場合には、源泉徴収義務者の収入若しくは支出の状

況又は生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模等により、給与等の

支払金額の総額又は給与等の支払を受けた者の人数の推計をして、所得税を

徴収することができる。 

④ 給与等のほか、退職手当等及び報酬・料金等並びに非居住者が支払を受け

るこれらのものについても同様の措置を講ずるほか、所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に支払われる給与等、退職手当等及

び報酬・料金等について適用する。 

（11）高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金につい

て、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（12）介護保険法の改正を前提に、同法の第一号事業支給費について、引き続き

所得税を課さないこととする。 

（13）雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措

置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（14）労働者災害補償保険法の改正を前提に、同法の保険給付について、引き続

き次の措置を講ずる。 
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① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（地方税） 

〈個人住民税〉  

（1）未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し 

① 未婚のひとり親に対する税制上の措置 

イ 所得割の納税義務者が、現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件

を満たすもの（寡婦又は寡夫である者を除く。）である場合には、その者

の前年の総所得金額等から 30万円を控除する。 

（イ）その者と生計を一にする子（前年の総所得金額等の合計額が 48 万円

以下であるものに限る。）を有すること。 

（ロ）前年の合計所得金額が 500万円以下であること。 

（ハ）次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

ａ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その

者と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届

の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた

者がいないこと。 

ｂ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その

者の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これ

らと同一の内容である旨の記載がされていないこと。 

ロ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年度分以後の個人住民税について適用する。 

② 寡婦（寡夫）控除の見直し 

寡婦（寡夫）控除について、次の見直しを行う。 

イ 扶養親族その他その者と生計を一にする子（前年の総所得金額等の合計

額が 48 万円以下であるものに限る。）を有する寡婦の要件に、前年の合計

所得金額が 500 万円以下であることを加える。 

ロ 寡婦及び寡夫の要件に、次に掲げるいずれかの要件を満たすことを加え

る。 

（イ）その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者
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と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻

又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がい

ないこと。 

（ロ）その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者

の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと

同一の内容である旨の記載がされていないこと。 

ハ 現行の寡婦控除の特別加算を廃止する。 

ニ その者と生計を一にする子（前年の総所得金額等の合計額が 48 万円以

下であるものに限る。）を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除

額を 30 万円に引き上げる。 

ホ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年度分以後の個人住民税について適用する。 

③ 上記①及び②に伴う所要の措置 

上記①及び②に伴い、次の措置を講ずる。 

イ 現行の寡婦、寡夫又は単身児童扶養者に対する個人住民税の非課税措置

を見直し、上記②の見直し後の寡婦若しくは寡夫又は上記①イの控除の対

象となる未婚のひとり親（これらの者の前年の合計所得金額が 135 万円を

超える場合を除く。）を対象とする。 

ロ 上記①イの控除の対象となる未婚のひとり親である所得割の納税義務者

に係る調整控除について、現行の寡婦控除の特別加算の対象となっている

寡婦である所得割の納税義務者又は寡夫である所得割の納税義務者に準じ

て、それぞれ所要の措置を講ずる。 

ハ その他所要の措置を講ずる。 

（2）個人住民税について、所得税における次の見直しに伴い、所要の措置を講ず

る。 

① 日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用の見直し 

② 雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告の見直し 

③ 確定申告書等の記載事項及び添付書類の見直し 

（3）確定拠出年金法等の改正を前提に次の措置を講ずる。 

① 確定拠出年金制度等について次の見直し等が行われた後も、現行の税制上
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の措置を適用する。 

イ 確定拠出年金制度及び農業者年金制度の加入可能要件について、企業型

確定拠出年金制度は厚生年金被保険者であれば、個人型確定拠出年金制度

及び農業者年金制度は国民年金被保険者であれば、それぞれ加入可能とす

る。 

ロ 確定拠出年金制度、確定給付企業年金制度及び農業者年金制度の受給開

始時期等の選択可能な範囲を拡大する。 

ハ 確定拠出年金法の簡易企業型年金及び中小事業主掛金納付制度について、

これらの制度が実施可能な事業主の範囲を拡大する。 

ニ 企業型確定拠出年金加入者について、企業型確定拠出年金の規約の定め

なしに個人型確定拠出年金制度への加入を可能とする。 

ホ 確定給付企業年金制度の終了時における同制度から個人型確定拠出年金

制度への年金資産の移換及び加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金制

度から通算企業年金制度への年金資産の移換を可能とする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

（4）オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして各競技統括

団体から交付される金品の非課税限度額について、令和２年に開催される東京

オリンピック競技大会における公益財団法人日本オリンピック委員会から交付

される金品の額を参考に引き上げるとともに、パラリンピック競技大会におけ

る成績優秀者を表彰するものとして各競技統括団体から交付される金品につい

て同額までの部分を非課税とする。 

（注）本非課税措置の適用対象となるパラリンピック競技大会の各競技統括団体

は、文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。 

（5）収入金額とすべき経済的利益の価額を譲渡についての制限が解除された日に

おける価額とする収入金額の計算に関する措置について、次の措置を講ずる。 

① 発行法人等に対する役務の提供の対価として交付される譲渡制限付株式で

その譲渡制限付株式と引換えにする払込み又は給付を要しない場合のその譲

渡制限付株式を対象に加える。 

② 発行法人等に対する役務の提供の対価として譲渡制限付株式の交付を受け

た個人が死亡した場合において、当該譲渡制限付株式のうち当該個人の死亡
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の時に発行法人等が無償で取得することとなる事由に該当しないことが確定

しているものについては、当該個人の死亡の日におけるその譲渡制限付株式

に係る経済的利益の価額を当該個人の収入金額とする。 

（注）上記①の改正は、会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に交付の決

議がされる譲渡制限付株式について適用する。 

（6）高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、

所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。 

① 個人住民税を課さない。 

② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（7）介護保険法の改正を前提に、同法の第一号事業支給費について、引き続き個

人住民税を課さないこととする。 

（8）雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置

を講ずる。 

① 個人住民税を課さない。 

② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（9）労働者災害補償保険法の改正を前提に、同法の保険給付について、引き続き

次の措置を講ずる。 

① 個人住民税を課さない。 

② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（10）国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の必要経費算入制度について、

対象となる国庫補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構法に基づく助成金で燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題

解決型産学官連携研究開発事業等に係るものを加える。 

（11）国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。 

（12）市町村の合併の特例に関する法律の期限の延長を前提に、合併市町村に係

る地方税の特例措置の適用期限を 10年延長する。 

〈国民健康保険税〉 

 （13）国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりと

する。 

① 基礎課税額に係る課税限度額を 63 万円（現行：61 万円）に引き上げる。 
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② 介護納付金課税額に係る課税限度額を 17 万円（現行：16 万円）に引き上

げる。 

 （14）国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとす

る。 

① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に

乗ずべき金額を 28.5万円（現行：28 万円）に引き上げる。 

② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に

乗ずべき金額を 52 万円（現行：51 万円）に引き上げる。 

③ 軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を 43 万円（現

行：33 万円）に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と

公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から１を減じた数に 10 万円を乗

じて得た金額を加える。 

（注）上記③の改正は、令和３年度分以後の国民健康保険税について適用する。 

〈森林環境譲与税〉 

（15）森林環境譲与税について、市町村及び都道府県における森林の整備及びそ

の促進に関する施策の実施状況等に鑑み、次の措置を講ずる。 

① 令和２年度から令和６年度までの各年度における森林環境譲与税について

は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用することとし、

各年度の譲与額は次のとおりとする。 

年度 譲与額 

令和２年度及び令和３年度 400億円 

令和４年度及び令和５年度 500億円 

令和６年度 
森林環境税の収入額に相当する額に 

300億円を加算した額 

（注）各年度の森林環境譲与税について、交付税及び譲与税配付金特別会計に

おける借入金は充てないこととする。 

② 森林環境譲与税の市町村及び都道府県への譲与割合は、次のとおりとする。 

年度 市町村 都道府県 

令和２年度及び令和３年度 20分の 17 20分の３ 

令和４年度及び令和５年度 25分の 22 25分の３ 

令和６年度以降 10分の９ 10分の１ 
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③ 令和元年度の森林環境譲与税の譲与に充てた借入金の償還金及び利子の支

払に要する費用について、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金

を活用する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

 

二 資産課税 

１ 所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応 

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、次の措置

を講ずる。 

（1）現に所有している者の申告の制度化 

市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者とし

て登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有

している者（以下「現所有者」という。）に、当該市町村の条例で定めるとこ

ろにより、当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事

項を申告させることができることとする。 

（注１）固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設ける。 

（注２）上記の改正は、令和２年４月１日以後の条例の施行の日以後に現所有者

であることを知った者について適用する。 

（2）使用者を所有者とみなす制度の拡大 

① 市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らか

とならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登

録し、その者に固定資産税を課することができることとする。 

（注）上記の「一定の調査」とは、住民基本台帳及び戸籍簿等の調査並びに 

使用者と思料される者その他の関係者への質問その他の所有者の特定のた

めに必要な調査とする。 

② ①により使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする

場合には、その旨を当該使用者に通知するものとする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

２ 租税特別措置等 
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（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

〈相続税・贈与税〉 

（1）農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、都市計画法の改正を

前提に、特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在

する農地で、地区計画農地保全条例（仮称）により制限を受ける一定の地区計

画の区域内に所在するものを加える。 

（2）良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法

律の改正を前提に、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期

限を３年延長する。 

（3）相続税の物納の特例について、関係法令等の改正を前提に、適用対象となる

登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものを加える。 

（4）認定ＮＰＯ法人について、関係法令の改正によりいわゆるパブリック・サポ

ート・テスト要件の総収入金額及び受入寄附金総額から民間公益活動を促進す

るための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するた

めに受け取った助成金の額を除外する等の措置が講じられた後も、引き続き相

続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象とする。 

〈登録免許税〉 

（5）住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け

等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を

２年延長する。 

（6）特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽

減措置の適用期限を２年延長する。 

（7）認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

の適用期限を２年延長する。 

（8）特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税

の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（9）マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する

登録免許税の免税措置の適用期限を２年延長する。 

（10）農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する
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登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（11）独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等に対する登録

免許税の税率の軽減措置について、木材の安定供給の確保に関する特別措置法

の事業計画の認定を受けた木材製品利用事業者等が行う木材安定供給確保事業

に必要な資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。 

（12）産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対す

る登録免許税の税率の軽減措置を２年延長する。 

（13）特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登

録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（14）認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措

置の適用期限を２年延長する。 

（15）農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対

する登録免許税の税率の軽減措置について、関係法令の改正を前提に、対象業

種に農業資材の卸売事業及び小売事業を加える。 

（16）預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に

基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関

等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の

適用期限を２年延長する。 

（17）認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した

場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を

２年延長する。 

（18）特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

の適用期限を２年延長する。 

（19）低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権

等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長す

る。 

（20）特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移

転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を２年延長する。 

〈印紙税〉 

（21）不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限
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を２年延長する。 

（地方税） 

〔新設〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律（仮称）の制定を前

提に、同法の規定により認定を受けた特定高度情報通信等システム導入計画

（仮称）に基づき、電波法の規定によりローカル５Ｇ無線局に係る免許（地域

課題の解決に資すると市町村長が同意の上で総務大臣が認めたものに限る。）

を受けた者が、新たに取得した一定の償却資産（特定高度情報通信等システム

の普及の促進に関する法律（仮称）の規定により主務大臣の確認を受けたもの

で、取得価額の合計額が３億円以下のものに限る。）に係る固定資産税につい

て、課税標準を最初の３年間価格の２分の１とする特例措置を令和４年３月

31日まで講ずる。 

（2）農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により市町村が公表した人・農

地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられた農業経営基盤

強化促進法に規定する認定就農者に利用させるため、農業協同組合等が取得し

た一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の５年間価格の

３分の２とする特例措置を令和４年３月 31日まで講ずる。 

（3）都市再生特別措置法の改正を前提に、市町村が作成する都市再生整備計画で

定めた滞在快適性等向上区域（仮称）内の一体型滞在快適性等向上事業（仮称）

の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税

標準を最初の５年間価格の２分の１とする特例措置を令和４年３月 31 日まで

講ずる。 

（4）水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税及

び都市計画税について、課税標準を最初の３年間価格に３分の２を参酌して２

分の１以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて

得た額とする特例措置を令和５年３月 31日まで講ずる。 

〈事業所税〉 

（5）マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、敷地分割組合

（仮称）を公益法人等とみなして、収益事業以外の事業に係る事業所税につい
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て、非課税とする措置を講ずる。 

〔延長・拡充等〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置

について、首都直下地震緊急対策区域を対象地域に加えるとともに、地震防災

対策強化地域を対象地域から除外した上、その適用期限を３年延長する。 

（2）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、

国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する

公共施設のうち公共代替性が強く、民間競合のおそれのない施設の用に供する

家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適

用期限を５年延長する。 

（3）沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課

税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（4）特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から実施計画につ

いて認定を受けた一定の事業者が、首都直下地震緊急対策区域外で取得し、専

ら同区域内のデータセンターのバックアップの事業の用に供する一定の償却資

産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（5）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定

建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、

同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った

家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額の減額措置の適用期限を２年延長

する。 

（6）所有する全ての農地（10a 未満の自作地を除く。）に農地中間管理事業のた

めの賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が 10 年以上で

ある農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を

２年延長する。 

（7）都市再生推進法人が、都市再生特別措置法に規定する立地誘導促進施設協定

に基づき管理する一定の施設の用に供する土地及び当該土地の上に存する償却

資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準の特例措置の適用期

限を２年延長する。 
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（8）新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２年延長する。 

（9）鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合さ

せるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び

償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を

１年延長する。 

（10）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事

業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資

産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延

長する。 

（11）国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用

期限を２年延長する。 

（12）水防法に規定する避難確保・浸水防止計画に基づき、地下街等の所有者又

は管理者が取得する一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例

措置の適用期限を３年延長する。 

（13）鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震

補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準

の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（14）新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を

２年延長する。 

（15）耐震改修等を行った住宅に対して、次の措置を講ずる。 

① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２

年延長する。 

② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用

期限を２年延長する。 

③ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を

２年延長する。 

（16）建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、そ

の結果が所管行政庁に報告された既存家屋（その報告に関する命令又は必要な

耐震改修に関する指示の対象となったもの及び住宅を除く。）について、政府



 

－39－ 

の補助を受けて、耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村

に申告した場合に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を３年延長する。 

（17）津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において、同法

に規定する推進計画に基づき新たに取得等された津波対策の用に供する償却資

産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を４年延長する。 

〈不動産取得税〉 

（18）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、

国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する

公共施設のうち公共代替性が強く、民間競合のおそれのない施設の用に供する

家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を５年延長する。 

（19）中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産

取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（20）中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従

って行う事業の譲受けにより取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税

標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（21）都市再生特別措置法の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促

進計画に基づき取得する居住誘導区域又は都市機能誘導区域内にある一定の土

地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（22）河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の

上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得

する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長

する。 

（23）不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものと

みなす日を住宅新築の日から１年（本則６月）を経過した日に緩和する特例措

置の適用期限を２年延長する。 

（24）新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置（床面積の２

倍（200 ㎡を限度）相当額等の減額）について、土地取得後の住宅新築までの

経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を２年延長する。 

（25）マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンシ

ョン敷地売却組合が取得する要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産
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取得税の非課税措置の適用期限を２年延長する。 

（26）新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用

期限を２年延長する。 

〈事業所税〉 

（27）マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、マンション

敷地売却組合の業務範囲の見直し後も、引き続き公益法人等とみなして、収益

事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 

〔廃止・縮減等〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

の認定を受けた事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税

の課税標準の特例措置について、ガス製造設備以外の製造設備に係る課税標準

を価格の３分の２（現行：２分の１）とした上、その適用期限を２年延長する。 

（2）公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直

しを行った上、その適用期限を２年延長する。 

  ① 水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設につ

いて、脱有機酸装置及び脱フェノール装置を適用対象から除外した上、電気

供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を適用対象から除外す

る。 

  ② テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭

利用吸着式処理装置を適用対象から除外する。 

  ③ 下水道除害施設のうち濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、脱有機

酸装置、脱フェノール装置及び脱アンモニア装置を適用対象から除外する。 

（3）農業協同組合等が取得した農林漁業者等の共同利用に供する機械及び装置に  

係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次のとおり見直しを行う。 

① 中小企業高度化資金及び卸売市場近代化資金の貸付けを受けて取得した機

械及び装置を特例措置の対象から除外する。 

② 農業近代化資金、漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金、日本政策 

金融公庫資金（農林漁業関係）及び沖縄振興開発金融公庫資金（農林漁業関

係）の貸付けを受けて取得した機械及び装置に係る特例措置について、適用
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期限を３年とする。 

（4）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定

する一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、出力が

5,000kW 以上の水力発電設備に係る課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額

とした上、その適用期限を２年延長する。 

  ① 大臣配分資産又は知事配分資産 ４分の３（現行：３分の２） 

  ② その他の資産 ４分の３を参酌して 12 分の７以上 12 分の 11 以下の範囲

内において市町村の条例で定める割合（現行：３分の２を参酌して２分の１

以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例で定める割合） 

（5）流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、

総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及

び都市計画税の課税標準の特例措置について、小規模な総合効率化事業者以外

が取得した貨物搬送装置及び新造車両に係る課税標準を価格の３分の２（現

行：５分の３）とした上、その適用期限を２年延長する。 

（6）日本貨物鉄道株式会社が取得した新たに製造された一定の機関車に係る固定

資産税の課税標準の特例措置について、代替車両であって、既存更新車両の最

大積載量を超える車両及び代替車両以外の車両であって、高速走行、大量牽引

又は大量積載が可能な電気機関車を対象から除外した上、その適用期限を２年

延長する。 

（7）国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社

が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設等

に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、特例港湾運

営会社を適用対象から除外する。 

（8）国家戦略特別区域法に基づく特定中核事業のうち医療分野における一定の研

究開発に関する事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた者が国

家戦略特別区域内において取得した当該研究開発の用に供する一定の設備等

（法人税の特別償却の対象となるものに限る。）に係る固定資産税の課税標準

の特例措置を廃止する。 

（9）ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害

対策のための一定の無線設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止す
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る。 

（10）郵政民営化に伴い合併前の郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が日本郵

政公社から承継し、かつ、日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る

固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。 

（11）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定す

る選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する国立大学法人の校

地内の校舎の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の

課税標準の特例措置を廃止する。 

（12）一般送配電事業者等が新たに建設した変電所又は送電施設の用に供する一

定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。 

（13）都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が誘導施設の整備に係る事

項が記載された立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する家屋

及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止す

る。 

（14）成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の施設に係る固定資産

税の課税標準の特例措置を廃止する。 

〈不動産取得税〉 

（15）民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定す

る選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する国立大学法人の校

地内の校舎の用に供する家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止

する。 

３ その他 

（国 税） 

（1）相続税について、確定拠出年金法等の改正を前提に、加入者の退職等に伴う

企業型確定拠出年金制度から通算企業年金制度への年金資産の移換を可能とす

る見直しに伴う所要の措置を講ずる。 

（2）相続税・贈与税における次に掲げる届出書等について、貸借対照表・損益計

算書の添付を要しないこととする。 

① 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等 

② 担保が保証人（法人）の保証である場合における延納申請書 
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③ 非上場株式を物納する場合における物納申請書 

（3）介護保険法の改正を前提に、同法に基づく社会福祉事業について、社会福祉

法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登

記等に対する登録免許税の非課税措置（登録免許税法別表第三）等を引き続き

適用する。 

（4）介護保険法の改正を前提に、同法に基づく第一号事業について、その事業に

係る審査及び支払に関する文書に対する印紙税の非課税措置を引き続き適用す

る。 

（5）森林組合法の改正を前提に、森林組合の組合員資格の見直し等が行われた後

も、森林組合及び森林組合連合会の作成する出資証券に対する印紙税の非課税

措置を引き続き適用する。 

（地方税） 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）介護保険法の改正を前提に、改正後の社会福祉事業の用に供する固定資産に

ついて、現行制度と同様の特例措置を講ずる。 

（2）森林組合法の改正を前提に、改正後の森林組合等について、現行制度と同様

の特例措置を講ずる。 

（3）都市再生特別措置法の改正を前提に、都市計画事業に要する費用に、同法の

規定により都市計画事業として施行する都市計画施設の計画的な改修、更新に

関する事業に要する費用を含め、都市計画税を充てることとする。 

〈不動産取得税〉 

（4）介護保険法の改正を前提に、改正後の社会福祉事業の用に供する不動産につ

いて、現行制度と同様の特例措置を講ずる。 

（5）森林組合法の改正を前提に、改正後の森林組合等について、現行制度と同様

の特例措置を講ずる。 

（6）都市計画法の改正を前提に、農地等に係る不動産取得税の徴収猶予制度につ

いて、対象となる農地等の範囲に、農と住の調和したまちづくりに係る地区計

画区域内の農地を加える見直しを行う。 

〈事業所税〉 

（7）介護保険法の改正を前提に、改正後の社会福祉事業の用に供する施設につい
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て、現行制度と同様の特例措置を講ずる。 

（8）森林組合法の改正を前提に、改正後の森林組合等について、現行制度と同様

の特例措置を講ずる。 

 

三 法人課税 

１ イノベーション強化に向けた取組み 

（国 税） 

（1）オープンイノベーションに係る措置の創設 

（注）中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置については後掲。 

青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの（以下「対象法人」と

いう。）が、令和２年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に特定株式を取

得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合にお

いて、その特定株式の取得価額の 25％以下の金額を特別勘定の金額として経

理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計

額を損金算入できることとする。 

この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当すること

となった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただ

し、その特定株式の取得から５年を経過した場合は、この限りでない。 

（注１）上記の「特定事業活動を行うもの」とは、自らの経営資源以外の経営資

源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開

拓を行うことを目指す株式会社等をいう。 

（注２）上記の「特定株式」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち

同法の特定事業活動に資する事業を行う内国法人（既に事業を開始してい

るもので、設立後 10 年未満のものに限る。）又はこれに類する外国法人

（以下「特別新事業開拓事業者」という。）の株式のうち、次の要件を満

たすことにつき経済産業大臣の証明があるものをいう。 

① 対象法人が取得するもの又はその対象法人が出資額割合 50％超の唯

一の有限責任組合員である投資事業有限責任組合の組合財産等となるも

のであること。 

② 資本金の増加に伴う払込みにより交付されるものであること。 
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③ その払込金額が１億円以上（中小企業者にあっては 1,000 万円以上と

し、外国法人への払込みにあっては５億円以上とする。）であること。

ただし、対象となる払込みに上限を設ける。 

④ 対象法人が特別新事業開拓事業者の株式の取得等をする一定の事業活

動を行う場合であって、その特別新事業開拓事業者の経営資源が、その

一定の事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新

たな事業の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満た

すこと。 

（注３）次に掲げる場合は、特別勘定の取崩し事由に該当する。 

① 特定株式につき経済産業大臣の証明が取り消された場合 

② 特定株式の全部又は一部を有しなくなった場合 

③ 特定株式につき配当を受けた場合 

④ 特定株式の帳簿価額を減額した場合 

⑤ 特定株式を組合財産とする投資事業有限責任組合等の出資額割合の変

更があった場合 

⑥ 特定株式に係る特別新事業開拓事業者が解散した場合 

⑦ 対象法人が解散した場合 

⑧ 特別勘定の金額を任意に取り崩した場合 

（2）大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定を

適用できないこととする措置について、次の見直しを行う（所得税についても

同様とする。）。 

① その大企業の国内設備投資額が当期償却費総額の 10％を超えることとの

要件について、当期償却費総額の 30％を超えることとする。 

② 本措置の対象に、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償

却又は税額控除制度（仮称）の税額控除を加える。 

（3）給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度における国内設

備投資額が当期償却費総額の 90％以上であることとの要件について、当期償

却費総額の 95％以上であることとする（所得税についても同様とする。）。 

（4）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が 100 億円
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を超える法人を除外した上その適用期限を２年延長する。 

（地方税） 

（1）法人住民税及び法人事業税について、オープンイノベーションに係る措置の

創設に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。 

（2）給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の中小企業者等の税額控除制度

及び付加価値割の課税標準からの控除制度における国内設備投資額が当期償却

費総額の 90％以上であることとの要件について、当期償却費総額の 95％以上

であることとする。 

２ ５Ｇ（第５世代移動通信システム） 

（国 税） 

特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の

創設 

特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律（仮称）の制定を前

提に、青色申告書を提出する法人で一定のシステム導入を行う同法の認定特定

高度情報通信等システム導入事業者（仮称）に該当するものが、同法の施行の

日から令和４年３月 31 日までの間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得

等をして、国内にある事業の用に供した場合その他の場合には、当該法人は、

その取得価額につき、30％の特別償却と 15％の税額控除との選択適用ができ

ることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の

20％を上限とする（所得税についても同様とする。）。 

（注１）上記の「一定のシステム導入」とは、特定高度情報通信等システムの普

及の促進に関する法律の認定導入計画（仮称）に従って実施される同法の

特定高度情報通信等システム（仮称）の導入で、その早期の普及を促すも

のであってその供給の安定性の確保に特に資するものとして基準に適合す

ることについて主務大臣の確認を受けたものをいう。 

（注２）上記の「特定高度情報通信用認定等設備」とは、その法人の認定導入計

画に記載された機械その他の減価償却資産で、一定のシステム導入の用に

供するための一定のものをいう。 

（地方税） 

特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の
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創設 

特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律（仮称）の制定を前

提に、一定のシステム導入を行う同法の認定特定高度情報通信等システム導入

事業者（仮称）に該当する法人が、同法の施行の日から令和４年３月 31 日ま

での間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得等をして、国内にある事業の

用に供した場合その他の場合に選択適用ができることとされる法人税の特別償

却を法人住民税及び法人事業税に、税額控除を中小企業者等に係る法人住民税

に適用する。 

３ 連結納税制度の見直し 

（国 税） 

連結納税制度を見直し、次のグループ通算制度へ移行する。 

（1）グループ通算制度の基本的な仕組み 

① 適用法人及び適用方法は、親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点並

びに青色申告の承認を前提とする点を除き、基本的に連結納税制度と同様と

する。 

② 親法人の電子署名により子法人の申告及び申請、届出等を行うことができ

ることとするほか、ダイレクト納付についても所要の措置を講ずる。 

③ グループ通算制度の適用法人は、電子情報処理組織を使用する方法（e-

Tax）により法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告

書を提出しなければならないこととする。 

（2）所得金額及び法人税額の計算 

① 損益通算 

イ 欠損法人の欠損金額の合計額（所得法人の所得の金額の合計額を限度）

を所得法人の所得の金額の比で配分し、所得法人において損金算入する。

この損金算入された金額の合計額を欠損法人の欠損金額の比で配分し、欠

損法人において益金算入する。 

ロ グループ通算制度の適用法人又は通算グループ内の他の法人の所得の金

額又は欠損金額が期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額と異

なる場合には、期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額を上記

イの所得の金額又は欠損金額とみなして上記イの損金算入又は益金算入の
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計算をする。 

② 欠損金の通算 

イ 欠損金の繰越控除額の計算は、基本的に連結納税制度と同様とする。 

ロ 通算グループ内の他の法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額が

期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異な

る場合には、期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠

損金額を当期の所得の金額又は過年度の欠損金額とみなす。 

ハ グループ通算制度の適用法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額

が期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異

なる場合には、欠損金額及び中小法人等以外の控除限度額（欠損金の繰越

控除前の所得の金額の 50％相当額をいう。）で期限内申告において通算グ

ループ内の他の法人との間で授受した金額を固定する調整をした上で、そ

の適用法人のみで欠損金の繰越控除額を再計算する。 

③ 欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するため又は離脱法人に欠損金を帰

属させるためあえて誤った当初申告を行うなど法人税の負担を不当に減少さ

せる結果となると認めるときは、税務署長は、上記①ロ並びに②ロ及びハを

適用しないことができる。 

④ 通算グループ内の全ての法人について、期限内申告における所得の金額が

零又は欠損金額がある等の要件に該当するときは、上記①ロ並びに②ロ及び

ハを適用しない。 

⑤ 利益・損失の二重計上の防止 

投資簿価修正制度を次の制度に改組する。 

イ 通算グループ内の子法人の株式の評価損益及び通算グループ内の他の法

人に対する譲渡損益を計上しない。 

ロ 通算グループからの離脱法人の株式の離脱直前の帳簿価額を離脱法人の

簿価純資産価額に相当する金額とする。 

ハ グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入をする子法人で

親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれないものの株式について、

株主において時価評価により評価損益を計上する。 

（注）グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入後損益通算をせ
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ずに２月以内に通算グループから離脱する法人については、上記イからハ

までを適用しない。 

⑥ 税率 

税率は、通算グループ内の各法人の適用税率による。なお、中小法人の軽

減税率の適用対象所得金額は、年 800 万円を所得法人の所得の金額の比で配

分した金額とする。 

（3）グループ通算制度の適用開始、通算グループへの加入及び通算グループから

の離脱 

① グループ通算制度の適用開始、通算グループへの加入又は通算グループか

らの離脱の際のみなし事業年度について、基本的に連結納税制度と同様とす

る。 

② グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入に際して行う資産

の時価評価について、対象外となる法人を次の法人とする。 

イ 適用開始時の時価評価課税の対象外となる法人 

（イ）親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる子法人 

（ロ）いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる親法人 

ロ 加入時の時価評価課税の対象外となる法人 

（イ）適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人 

（ロ）通算グループ内の新設法人 

（ハ）適格組織再編成と同様の要件として次の要件（加入の直前に支配関係

がある場合には、ａからｃまでの要件）の全てに該当する法人 

ａ 親法人との間の完全支配関係の継続要件 

ｂ 当該法人の従業者継続要件 

ｃ 当該法人の主要事業継続要件 

ｄ 当該法人の主要な事業と通算グループ内のいずれかの法人の事業と

の事業関連性要件 

ｅ 上記ｄの各事業の事業規模比５倍以内要件又は当該法人の特定役員

継続要件 

③ 上記②イ又はロの法人以外の法人のグループ通算制度の適用開始又は通算

グループへの加入前の欠損金を切り捨てる。 
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④ 上記②イ又はロの法人のグループ通算制度の適用開始又は通算グループへ

の加入前の欠損金及び資産の含み損等について、次のとおり、支配関係発生

から５年経過日と開始又は加入から３年経過日とのいずれか早い日まで、制

限を行う。 

イ 支配関係発生後に新たな事業を開始した場合には、支配関係発生前に生

じた欠損金及び支配関係発生前から有する資産の開始・加入前の実現損か

ら成る欠損金を切り捨てるとともに、支配関係発生前から有する資産の開

始・加入後の実現損を損金不算入とする。 

ロ 原価及び費用の額の合計額のうちに占める損金算入される減価償却費の

額の割合が 30％を超える場合には、通算グループ内で生じた欠損金につ

いて、損益通算の対象外とした上で、特定欠損金（その法人の所得の金額

を限度として控除ができる欠損金をいう。以下同じ。）とする。 

ハ 上記イ又はロのいずれにも該当しない場合には、通算グループ内で生じ

た欠損金のうち、支配関係発生前から有する資産の実現損から成る欠損金

について、損益通算の対象外とした上で、特定欠損金とする。 

⑤ 次の法人については、上記④の対象外とする。 

イ 親法人との間（親法人にあっては、いずれかの子法人との間。ロにおい

て同じ。）に支配関係が５年超ある法人 

ロ 通算グループ内のいずれかの法人と共同事業を行う法人として、次の法

人 

（イ）加入の直前に親法人との間に支配関係がない法人で上記②ロ（ハ）に

該当するもの 

（ロ）開始又は加入の直前に親法人との間に支配関係がある法人で次の要件

の全てに該当するもの 

ａ 当該法人の主要な事業と通算グループ内のいずれかの法人の事業と

の事業関連性要件 

ｂ 上記ａの各事業の事業規模比５倍以内要件又は当該法人の特定役員

継続要件 

ｃ 当該法人の上記ａの主要な事業の事業規模拡大２倍以内要件又は特

定役員継続要件 
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（ハ）非適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人で共同で事業

を行うための適格株式交換等の要件のうち対価要件以外の要件に該当す

るもの 

⑥ グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入前の欠損金（現

行：特定連結子法人の連結納税制度の適用開始又は連結グループへの加入前

の欠損金）のうち上記③及び④により切り捨てられなかったものは、特定欠

損金とする。 

⑦ 通算グループからの離脱 

イ 連結納税制度と同様に、通算グループから離脱した法人は、５年間再加

入を認めない。 

ロ 通算グループから離脱した法人が主要な事業を継続することが見込まれ

ていない場合等には、その有する資産については、直前の事業年度におい

て、時価評価により評価損益の計上を行う。 

（4）各個別制度の取扱い 

受取配当等の益金不算入等の個別制度については、親法人及び各子法人が申

告を行うことに鑑み個別計算を原則としつつ、企業経営の実態や事務負担、制

度趣旨・目的、濫用可能性等を勘案し、適切な仕組みとする。 

（5）租税回避行為の防止 

グループ通算制度に関しては、多様な租税回避行為が想定されることから、

上記（2）③及び（3）②から⑦までの措置のほか、連結納税制度と同様に、包

括的な租税回避行為防止規定を設ける。 

（6）その他の整備 

質問検査権、罰則等について連結納税制度と同様の措置を講ずる。 

（7）グループ通算制度への移行にあわせた単体納税制度の見直し 

① 受取配当等の益金不算入制度について、次の見直しを行う。 

イ 関連法人株式等に係る負債利子控除額を、関連法人株式等に係る配当等

の額の 100分の４相当額（その事業年度において支払う負債利子の額の 10

分の１相当額を上限とする。）とする。 

ロ 関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定につい

ては、100％グループ内（現行：連結グループ内）の法人全体の保有株式
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数等により行う。 

② 寄附金の損金不算入制度について、損金算入限度額の計算の基礎となる資

本金等の額を、資本金の額及び資本準備金の額の合計額とする。 

③ 貸倒引当金について、100％グループ内（現行：連結グループ内）の法人

間の金銭債権を貸倒引当金の対象となる金銭債権から除外する。 

④ 資産の譲渡に係る特別控除額の特例について、100％グループ内（現行：

連結グループ内）の各法人の特別控除額の合計額が定額控除限度額（年

5,000 万円）を超える場合には、その超える部分の金額を損金不算入とする。 

（8）適用関係 

グループ通算制度は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用す

る。 

また、連結納税制度からの移行に関する経過措置等を講ずる。 

（以上につき付記参照） 

（地方税） 

地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せ

て、所要の措置を講ずる。 

４ 中小企業等の支援 

（国 税） 

（1）中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置の創設 

中小企業者で対象法人に該当するものが、令和２年４月１日から令和４年３

月 31 日までの間に特定株式を取得した場合には、その取得価額の 25％の所得

控除ができる。 

ただし、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合に

は、その特定株式の取得から５年を経過している場合を除き、その事由に応じ

た金額を益金算入する。 

（注）上記の「対象法人」及び「特定株式」は、上記１（1）及び（1）（注２）

と同様とする。なお、特定株式の払込みに係る要件は、その払込金額が

1,000万円以上であることとする（再掲）。 

（2）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を２年延長する。 
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（地方税） 

  法人住民税及び法人事業税について、中小企業におけるオープンイノベーショ

ンに係る措置の創設に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。 

５ 地方創生の推進 

（国 税） 

（1）地方拠点強化税制の見直し 

① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税

額控除制度の適用期限を２年延長する（所得税についても同様とする。）。 

② 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に

ついて、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する（所得税につい

ても同様とする。）。 

イ 「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」との要件を廃止す

る。 

ロ 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額について、

対象雇用者数から有期雇用又はパートタイムである新規雇用者数を除外し

た上、雇用者の増加割合にかかわらず、次の金額の合計額とする。 

（イ）30 万円（移転型事業にあっては、50 万円）に、地方事業所基準雇用

者数のうち無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数に達す

るまでの数を乗じて計算した金額 

（ロ）20 万円（移転型事業にあっては、40 万円）に、地方事業所基準雇用

者数から新規雇用者総数（地方事業所基準雇用者数を超える部分を除

く。）を控除した数を乗じて計算した金額 

（注）地方事業所基準雇用者数は、増加雇用者数を上限とする。 

ハ 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控

除限度額を、40 万円（現行：30 万円）に、地方事業所特別基準雇用者数

を乗じて計算した金額（特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合

には、30 万円（現行：20 万円）に、その特定業務施設に係る地方事業所

特別基準雇用者数を乗じて計算した金額）に引き上げる。 

③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件のうち特定業務

施設の整備に関する要件について、既存施設におけるオフィス環境の整備
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（事務機器の増設等）を特定業務施設の整備とみなす（所得税についても同

様とする。）。 

（2）認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特

別控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を５年延長する。 

① 税額控除限度額を、支出した寄附金の額の合計額の 40％（現行：20％）

からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除し

た金額（その支出した寄附金の額の合計額の 10％を上限とする。）とする。 

② 地域再生計画に記載されるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業について、

対象事業に一定の補助金等による事業を加えた上、関係法令の改正を前提に、

個別事業を認定する方式から包括的に事業を認定する方式に転換する認定手

続の簡素化を行う。 

③ 認定地方公共団体の受領する寄附金がその寄附金に関連するまち・ひと・

しごと創生寄附活用事業費を上回った場合の適正化措置が講じられることを

前提に、認定地方公共団体がその事業を行う前にその認定地方公共団体に対

して支出する寄附金を対象寄附金とする。 

（3）特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

の創設（再掲） 

特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律（仮称）の制定を前

提に、青色申告書を提出する法人で一定のシステム導入を行う同法の認定特定

高度情報通信等システム導入事業者（仮称）に該当するものが、同法の施行の

日から令和４年３月 31 日までの間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得

等をして、国内にある事業の用に供した場合その他の場合には、当該法人は、

その取得価額につき、30％の特別償却と 15％の税額控除との選択適用ができ

ることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の

20％を上限とする（所得税についても同様とする。）。 

（注）上記の「一定のシステム導入」及び「特定高度情報通信用認定等設備」は、

上記２（注１）及び（注２）と同様とする。 

（地方税） 

（1）地方拠点強化税制の見直し 

① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中
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小企業者等の税額控除制度の適用期限を２年延長する。 

② 中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の

税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。 

イ 「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」との要件を廃止す

る。 

ロ 地方事業所基準雇用者数に係る措置における税額控除限度額について、

対象雇用者数から有期雇用又はパートタイムである新規雇用者数を除外し

た上、雇用者の増加割合にかかわらず、次の金額の合計額とする。 

（イ）30 万円（移転型事業にあっては、50 万円）に、地方事業所基準雇用

者数のうち無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数に達す

るまでの数を乗じて計算した金額 

（ロ）20 万円（移転型事業にあっては、40 万円）に、地方事業所基準雇用

者数から新規雇用者総数（地方事業所基準雇用者数を超える部分を除

く。）を控除した数を乗じて計算した金額 

（注）地方事業所基準雇用者数は、増加雇用者数を上限とする。 

ハ 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置における地方事業所特別税額控

除限度額を、40 万円（現行：30 万円）に、地方事業所特別基準雇用者数

を乗じて計算した金額（特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合

には、30 万円（現行：20 万円）に、その特定業務施設に係る地方事業所

特別基準雇用者数を乗じて計算した金額）に引き上げる。 

③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件のうち特定業務

施設の整備に関する要件について、既存施設におけるオフィス環境の整備

（事務機器の増設等）を特定業務施設の整備とみなす。 

（2）認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人住民税法

人税割額及び法人事業税額の特別控除制度について、次の措置を講じた上、そ

の適用期限を５年延長する。 

① 税額控除率を、法人道府県民税法人税割については 5.7％（現行：2.9％）、

法人市町村民税法人税割については 34.3％（現行：17.1％）、法人事業税に

ついては 20％（現行：10％）にそれぞれ引き上げる。 

② 地域再生計画に記載されるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業について、
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対象事業に一定の補助金等による事業を加えた上、関係法令の改正を前提に、

個別事業を認定する方式から包括的に事業を認定する方式に転換する認定手

続の簡素化を行う。 

③ 認定地方公共団体の受領する寄附金がその寄附金に関連するまち・ひと・

しごと創生寄附活用事業費を上回った場合の適正化措置が講じられることを

前提に、認定地方公共団体がその事業を行う前にその認定地方公共団体に対

して支出する寄附金を対象寄附金とする。 

（3）特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

の創設（再掲） 

特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律（仮称）の制定を前

提に、一定のシステム導入を行う同法の認定特定高度情報通信等システム導入

事業者（仮称）に該当する法人が、同法の施行の日から令和４年３月 31 日ま

での間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得等をして、国内にある事業の

用に供した場合その他の場合に選択適用ができることとされる法人税の特別償

却を法人住民税及び法人事業税に、税額控除を中小企業者等に係る法人住民税

に適用する。 

６ 私的年金等に関する公平な税制のあり方 

（国 税） 

確定拠出年金法等の改正を前提に、次の措置を講ずる。 

（1）事業主が拠出する確定拠出年金法の事業主掛金及び中小事業主掛金について、

確定拠出年金の加入可能要件並びに同法の簡易企業型年金及び中小事業主掛金

納付制度の実施可能な事業主の対象範囲の見直しが行われた後も、引き続き損

金算入する。 

（2）確定給付企業年金制度の終了時における同制度から個人型確定拠出年金制度

への年金資産の移換及び加入者の退職等に伴う企業型確定拠出年金制度から通

算企業年金制度への年金資産の移換を可能とする見直しに伴い、退職年金等積

立金に対する法人税における退職年金等積立金について、所要の措置を講ずる。 

７ その他の租税特別措置等 

（国 税） 

〔拡充等〕 
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（1）高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度に

ついて、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する（所得税について

も同様とする。）。 

① 中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象事業者にエネルギーの使用

の合理化等に関する法律の認定管理統括事業者及び管理関係事業者を加える。 

② 特別償却率を 20％（現行：30％）に引き下げる。 

③ 関係法令の改正を前提に、中長期的な計画に基づき行う省エネ投資の対象

資産から高効率工業炉等を除外する。 

（2）事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度につ

いて、関係法令の改正を前提に、対象事業に肥料、農薬、配合飼料及び農業機

械の卸売事業及び小売事業を加える（所得税についても同様とする。）。 

（3）認定ＮＰＯ法人について、関係法令の改正によりいわゆるパブリック・サポ

ート・テストの 総収入金額及び受入寄附金総額 から 民間公益活動を促進する

ための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき事業を実施するため

に受け取った助成金の額を除外する等の措置が講じられた後も、引き続き現行

の措置を適用する。 

〔延長〕 

（1）倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限を２年延長する（所得税についても

同様とする。）。 

（2）海外投資等損失準備金制度の適用期限を２年延長する。 

（3）特定原子力施設炉心等除去準備金制度の適用期限を３年延長する。 

（4）農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を１年延長する（所得税についても

同様とする。）。 

（5）短期の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用停止措置の期限を３年延長す

る。 

（6）投資法人に係る課税の特例における再生可能エネルギー発電設備に係る措置

の再生可能エネルギー発電設備の取得期限を３年延長する。 

（7）退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を３年延長す

る。 

〔廃止・縮減等〕 
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（1）国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額

の特別控除制度について、研究開発税制の特例を廃止するとともに、関係法令

の改正を前提に、対象事業から高度医療施設の近接の患者用宿泊施設の整備又

は運営に関する事業、高度医療施設への外国人の患者の便宜となるサービスの

提供に関する事業及び多国籍企業が行う統括事業を除外した上、制度の適用期

限を２年延長する。 

（2）国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税

額の特別控除制度について、関係法令の改正を前提に、対象事業から水の確保

が困難な地域における給排水システムの研究開発に関する事業、高度医療施設

の近接の患者用宿泊施設の整備又は運営に関する事業、高度医療施設への外国

人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業、映画等の文字等で特に付

加価値の高いものの創作又は提供に関する事業及びプログラムを表現する文字

等で特に付加価値の高いものの研究開発に関する事業を除外した上、その適用

期限を２年延長する。 

（3）革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は、所

要の経過措置（注）を講じた上、令和２年３月 31 日をもって廃止する（所得

税についても同様とする。）。 

（注）令和２年３月 31 日までに認定を受けた法人の認定革新的データ産業活用

計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおりとする。 

（4）再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、特別償却率を

14％（現行：20％）に引き下げた上、その適用期限を１年延長する（所得税に

ついても同様とする。）。 

（5）耐震基準適合建物等の特別償却制度のうち耐震基準適合建物等に係る措置は、

適用期限が到来したため、その規定を削除する（所得税についても同様とす

る。）。 

（6）情報流通円滑化設備の特別償却制度は、適用期限の到来をもって廃止する。 

（7）障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から工場

用の建物等を除外するとともに、機械装置の割増償却率を 12％（現行：24％）

に引き下げた上、その適用期限を２年延長する（所得税についても同様とす

る。）。 
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（8）企業主導型保育施設用資産の割増償却制度は、適用期限の到来をもって廃止

する（所得税についても同様とする。）。 

（9）金属鉱業等鉱害防止準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する（所得

税についても同様とする。）。なお、令和２年４月１日から令和９年３月 31 日

までの間に開始する各事業年度については、現行法による準備金積立率（80％）

に対して１年ごとに８分の１ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置を

講ずる。 

（10）特定災害防止準備金制度について、準備金積立率を 60％（現行：100％）

に引き下げた上、その適用期限を２年延長する（所得税についても同様とす

る。）。 

（11）国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、関係法令の改

正を前提に、対象事業から高度医療施設の近接の患者用宿泊施設の運営に関す

る事業、国際会議等への外国人の参加者の便宜となるサービスの提供に関する

事業及び外国会社、国際機関等に勤務する者の子女等を対象とした外国語によ

る教育に関する事業を除外した上、その適用期限を２年延長する。 

（12）法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について、次の措置を講ず

る。 

① 適用除外措置（優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外）の範

囲から次の譲渡を除外した上、その適用期限を３年延長する。 

イ 都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る一定の都市再生整備事業

の認定整備事業者に対する土地等の譲渡 

ロ 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成（都市計画法の開発

許可又は土地区画整理法の認可を受けて行われるものであること等の要件

を満たすものに限る。）を行う者に対する土地等の譲渡 

② 適用停止措置の期限を３年延長する。 

（13）特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った

上、その適用期限を３年（過疎地域に係る措置及び危険密集市街地に係る措置

については、令和３年３月31日まで）延長する（次の⑤の見直しを除き、所得

税についても同様とする。）。 

① 既成市街地等の内から外への買換えについて、譲渡資産から工場の立地が
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制限されていなかった区域内にある建物又はその敷地の用に供されている土

地等を除外する。 

② 航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産が次の区域

内にある場合の課税の繰延べ割合を 70％（現行：80％）に引き下げる。 

イ 令和２年４月１日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機

騒音障害防止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障

害の防止等に関する法律の第二種区域となった区域 

ロ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域 

③ 都市機能誘導区域の外から内への買換えを適用対象から除外する。 

④ 防災再開発促進地区内における防災街区整備事業に関する都市計画に基づ

き危険密集市街地内で行われる土地等の買換えについて、次の見直しを行う。 

イ 建築基準法の改正に伴い、同法の耐火建築物又は準耐火建築物を建築す

るために譲渡をされるものであることとする譲渡資産に係る要件における

耐火建築物又は準耐火建築物の範囲に耐火建築物又は準耐火建築物と同等

以上の延焼防止性能を有する建築物を加える。 

ロ 対象となる危険密集市街地について、その区域の不燃領域率が 40％未

満である区域に限定する。 

⑤ 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、

所要の経過措置を講じた上、買換資産から鉄道事業用車両運搬具を除外する。 

⑥ 一定の船齢の日本船舶から環境への負荷の低減に資する一定の日本船舶へ

の買換えについて、次の見直しを行う。 

イ 外航船舶及び内航船舶について、買換資産の船齢が法定耐用年数以下で

あることとする要件を加える。 

ロ 港湾の作業船について、譲渡資産に係る船齢要件を 35 年未満（現行：

40年未満）に引き下げる。 

（14）中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置

について、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止した上、

不適用措置の適用期限を２年延長する。 

（15）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、

次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する（次の①の見直しを除き、
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所得税についても同様とする。）。 

① 対象法人から連結法人を除外する。 

② 対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を 500 人以下（現

行：1,000人以下）に引き下げる。 

（地方税） 

〔新設〕 

電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合にお

いて控除される収入金額の範囲に、収入金額に対する事業税を課される他の電気

供給業を行う法人から非化石証書（非化石エネルギー源に由来する電気（固定価

格買取制度の対象となるものを除く。）の非化石電源としての価値を取引可能に

するための、当該価値を有することを証するものをいう。以下同じ。）を購入し、

又は卸電力取引所を介して自らが販売を行った非化石証書を購入し、これらの非

化石証書を利用して非化石エネルギー源に由来する電気として供給を行う場合の

当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該非化石証書の購入に係る料金として

支払うべき金額に相当する収入金額を追加する措置を講ずる。 

〔延長〕 

（1）銀行等保有株式取得機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の

適用期限を３年延長する。 

（2）電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合に

おいて控除される収入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から託送供給

を受けて電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該

電気の供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を

追加する課税標準の特例措置の適用期限を３年延長する。 

〔廃止・縮減等〕 

（1）国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度等について、

研究開発税制の特例を廃止するとともに、関係法令の改正を前提に、対象事業

から高度医療施設の近接の患者用宿泊施設の整備又は運営に関する事業、高度

医療施設への外国人の患者の便宜となるサービスの提供に関する事業及び多国

籍企業が行う統括事業を除外した上、制度の適用期限を２年延長する。 

（2）国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度につい
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て、関係法令の改正を前提に、対象事業から水の確保が困難な地域における給

排水システムの研究開発に関する事業、高度医療施設の近接の患者用宿泊施設

の整備又は運営に関する事業、高度医療施設への外国人の患者の便宜となるサ

ービスの提供に関する事業、映画等の文字等で特に付加価値の高いものの創作

又は提供に関する事業及びプログラムを表現する文字等で特に付加価値の高い

ものの研究開発に関する事業を除外した上、その適用期限を２年延長する。 

（3）革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は中小企業者等の税額

控除制度は、所要の経過措置（注）を講じた上、令和２年３月 31 日をもって

廃止する。 

（注）令和２年３月 31 日までに認定を受けた法人の認定革新的データ産業活用

計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおりとする。 

（4）電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合に

おいて、一般送配電事業者の収入金額のうち、使用済燃料再処理等既発電費に

相当する金額を控除する措置は、適用期限の到来をもって廃止する。 

８ その他 

（国 税） 

（1）国有林野の管理経営に関する法律の改正に伴い、同法の樹木採取権を法人税

法上の減価償却資産（無形固定資産）とし、その耐用年数を樹木採取権の設定

の通知において示された存続期間の年数とする（所得税についても同様とす

る。）。 

（2）会社関係制度の見直しを前提に、次の措置を講ずる。 

① 譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等について、法人

に対する役務提供の対価として交付される譲渡制限付株式でその譲渡制限付

株式と引換えにする払込み又は給付を要しない場合のその譲渡制限付株式を

対象に加える。 

② 法人の支給する役員給与における過大な役員給与のうち形式基準について、

定款等により役員に対して支給することができるその法人の株式又は新株予

約権の上限数を定めている法人のその株式又は新株予約権に係る限度額を、

その定められた上限数に支給時等における価額を乗じて計算した金額とする。 

③ 法人の支給する役員給与における業績連動給与の手続に係る要件について、
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独立職務執行者から除外される親法人の業務執行者等に該当していた者の範

囲を見直す。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（3）国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象

となる国庫補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構法に基づく助成金で燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決

型産学官連携研究開発事業等に係るものを加える（所得税についても同様とす

る。）。 

（4）「時価の算定に関する会計基準」の導入に伴い、次のとおり整備を行う。 

  ① 売買目的有価証券の時価評価金額について、次の見直しを行う。 

イ 市場有価証券（取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券

及びその他価格公表有価証券をいう。）について事業年度終了の日におけ

る公表最終価格がない場合の時価評価金額は、直近公表最終価格に基づき

合理的な方法により算出した価格（現行：直近公表最終価格）とする。 

ロ 上記イの市場有価証券以外の有価証券（株式又は出資を除く。）の時価

評価金額は、その有価証券に類似する銘柄の有価証券について公表された

事業年度終了の日における最終の売買価格又は利率その他の指標に基づき

合理的な方法により算出した価格とする。 

ハ 上記イ及びロの合理的な方法により算出した価格について、その方法を

採用した理由その他その算定の基礎となる事項を記載した書類を保存しな

ければならないこととする。 

② 有価証券に係る評価損の計上事由について、価額の著しい低下を評価損の

計上事由とする有価証券の範囲を上記①イ及びロの有価証券とする等の見直

しを行う。 

  ③ 短期売買商品等（仮想通貨を除く。）の時価評価金額について、上記①と

同様の見直しを行う。 

④ デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入に

ついて、未決済デリバティブ取引に係るみなし決済損益額（市場デリバティ

ブ取引等の最終市場価格による授受額を除く。）の算定に用いた合理的な方

法を採用した理由その他その算定の基礎となる事項を記載した書類を保存し
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なければならないこととする。 

⑤ 貸倒引当金の対象となる金銭債権から債券を除外する（所得税についても

同様とする。）。 

 （注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に終了する事業年度分の法人税につ

いて適用する。なお、同日から令和３年３月 31 日までの期間内の日を含む

各事業年度における事業年度終了の日における公表最終価格がない市場有価

証券及び市場有価証券以外の有価証券（株式又は出資を除く。）並びに事業

年度終了の日における公表最終価格がない短期売買商品等（仮想通貨を除

く。）の時価評価金額について、現行法の規定による評価額によることがで

きる経過措置を講ずる。 

（5）デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入につ

いて、連結法人が他の連結法人との間で行ったデリバティブ取引（その連結法

人又は他の連結法人のいずれかがヘッジ手段として指定しているものを除く。）

については、連結所得の金額の計算上みなし決済損益額を計上しないこととす

る。 

（6）マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、次の措置を講

ずる。 

① 敷地分割組合（仮称）を公益法人等とみなして、収益事業から生じた所得

以外の所得について非課税とする。 

② マンション敷地売却組合の業務範囲の見直し後も、引き続き公益法人等と

みなす。 

（7）森林組合法の改正を前提に、森林組合の組合員資格の見直し等が行われた後

も、森林組合及び森林組合連合会を引き続き協同組合等（法人税法別表第三）

とする。 

（地方税） 

（1）電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し 

① 電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る法人事業税について、

資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という。）１億円超の普通法人

にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、資本金

１億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、
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それぞれ課することとし、標準税率を次のとおりとする。 

イ 資本金１億円超の普通法人 

     収入割   0.75％ 

     付加価値割 0.37％ 

     資本割   0.15％ 

ロ 資本金１億円以下の普通法人等 

     収入割   0.75％ 

     所得割   1.85％ 

② 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額

の合算額により法人事業税を課される法人の特別法人事業税の額は、基準法

人収入割額に 40％の税率を乗じて得た金額とする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注１）上記の改正は、令和２年４月１日以後に開始する事業年度から適用する。 

（注２）「地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」（平成 22 年

４月１日総税都第 16 号総務大臣通知）において、収入金額によって課税

されている他の同種の事業者との公平性が確保されるよう趣旨を明確化す

る。 

（2）国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。 

 

四 消費課税 

１ たばこ税の見直し 

（国税・地方税） 

軽量な葉巻たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税方式について、次の見直

しを行う。 

（1）軽量な葉巻たばこ（１本当たりの重量が１ｇ未満の葉巻たばこをいう。）の

課税標準について、葉巻たばこ１本を紙巻たばこ１本に換算する方法とする。 

（2）上記の改正は、令和２年 10 月１日から実施するが、激変緩和等の観点から、

同日から令和３年９月 30 日までの間について、上記の改正の対象を１本当た

りの重量が 0.7ｇ未満の葉巻たばこに限ることとし、その場合の換算方法を葉

巻たばこ１本を紙巻たばこ 0.7本に換算する方法とする経過措置を講ずる。 
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（3）その他所要の措置を講ずる。 

２ 法人に係る消費税の申告期限の特例の創設 

（国 税） 

 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について、次の措置を講ずる。 

（1）法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税

の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、当該提出

をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消

費税の確定申告書の提出期限を１月延長する。 

（2）その他所要の措置を講ずる。 

（注１）上記の改正は、令和３年３月 31 日以後に終了する事業年度の末日の属す

る課税期間から適用する。 

（注２）確定申告書の提出期限が延長された期間の消費税の納付については、当該

延長された期間に係る利子税を併せて納付する。 

（地方税） 

法人に係る消費税の申告期限の特例の創設に伴い、地方消費税について所要の

措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年３月 31 日以後に終了する事業年度の末日の属する

課税期間から適用する。 

３ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置について、特例税

率を 1,000 本につき 13,500 円（現行：12,500 円）に引き上げた上、その適用

期限を１年延長する。 

（注）上記の改正のうち、税率引上げについては、令和２年 10 月１日から実施

する。 

（2）バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税等の課税標準の特例措置の対象と

なるバイオエタノール等の範囲に、カーボンリサイクル技術を用いて製造され

るエタノール等を加える。 

（3）特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置の適用期限を３年延長
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する。 

（4）特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油

石炭税の還付措置の適用期限を３年延長する。 

（5）輸入・国産農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限

を３年延長する。 

（6）沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を２年延長す

る。 

（7）非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置の適用期限を３年延長する。 

（8）航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（9）沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例

措置の適用期限を２年延長する。 

（10）特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率

の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（地方税） 

〔延長・拡充〕 

〈ゴルフ場利用税〉 

（1）国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技

の公式の練習のためにゴルフを行う場合（都道府県知事又は都道府県の教育委

員会がその旨を証明する場合に限る。）のゴルフ場の利用について、ゴルフ場

利用税の非課税措置を講ずる。 

（2）国際的な規模のスポーツの競技会（閣議において決定又は了解されたものに

限る。）（注）のゴルフ競技に参加する選手が当該競技会のゴルフ競技として、

又は当該競技会のゴルフ競技の公式の練習のためにゴルフを行う場合（当該競

技会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。）

のゴルフ場の利用について、当分の間、ゴルフ場利用税の非課税措置を講ずる。 

（注）令和２年に開催される東京オリンピック競技大会を含むものとする。 

〈軽油引取税〉 

（3）船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が

国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その

他の国際約束に基づき、当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため行う当
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該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、日・インド物

品役務相互提供協定（仮称）の締結を前提に、同協定に基づきインド軍隊の船

舶の動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。 

〈航空機燃料譲与税〉 

（4）航空機燃料譲与税の譲与割合を引き上げる措置の適用期限を２年延長する。 

〔廃止〕 

〈軽油引取税〉 

電気供給業を営む者が汽力発電装置の助燃の用途に供する軽油の引取りに係る

軽油引取税の課税免除の特例措置は、令和２年３月 31 日をもって廃止する。 

４ その他 

（国 税） 

（1）居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化 

① 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見

直しを行う。 

イ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高

額特定資産に該当するもの（以下「居住用賃貸建物」という。）の課税仕

入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、

居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分

については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。 

ロ 上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃

貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後３

年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸

付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物

の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は

譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。 

② 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていな

い場合であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用

に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。 

③ 高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用

を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を
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受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置（以下

「棚卸資産の調整措置」という。）の適用を受けた場合を加える。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記①の改正は令和２年 10 月１日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行っ

た場合について、上記②の改正は同年４月１日以後に行われる貸付けについ

て、上記③の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合につ

いて、それぞれ適用する。ただし、上記①の改正は、同年３月 31 日までに

締結した契約に基づき同年 10 月１日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行っ

た場合には、適用しない。 

（2）マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、次の措置を講

ずる。 

① 敷地分割組合（仮称）を、消費税法別表第三に掲げる法人とみなす。 

② マンション敷地売却組合の業務範囲の見直し後も、引き続き消費税法別表

第三に掲げる法人とみなす。 

（3）国有林野の管理経営に関する法律の改正に伴い、同法の樹木採取権を消費税

法上の調整対象固定資産（無形固定資産）とする。 

（4）外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品販売場制度）について、消費税

の免税販売手続が可能なものとして財務大臣が定める基準を満たす自動販売機

であることについて国税庁長官が観光庁長官と協議して定めるものを設置した

場合には、当該設置に係る輸出物品販売場の許可につき人員配置は要しないも

のとする。 

（注）上記の改正は、令和３年 10 月１日以後に行われる輸出物品販売場の許可

申請について適用する。 

（5）卸売市場法の改正に伴い、次の措置を講ずる。 

① 消費税の適格請求書の交付義務が免除される卸売市場の範囲を、中央卸売

市場、地方卸売市場及び農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満

たす卸売市場とする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後に行われる課税資産の譲渡等及び

課税仕入れについて適用する。 
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（6）資金決済法等改正法の施行の日以後に、総合取引所を介して行われる金又は

白金の地金の課税仕入れにおける消費税法上の本人確認書類の保存について、

当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類によることを認める。 

（7）消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、１日当たり５人以下の乳

幼児を保育する認可外保育施設のうち一定の基準を満たすものとして都道府県

知事等から当該基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものにおいて行われる

保育を加える。 

（注）上記の改正は、令和２年 10 月１日以後に行われる資産の譲渡等について

適用する。 

（8）酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税における輸出免税等

の適用に当たって必要となる輸出明細書等の税務署長への提出について、輸出

明細書の提出を不要とする等、輸出免税制度等に係る手続の簡素化を図る。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に納税申告書の提出期限が到来する

酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税について適用する。 

（9）酒類の製造免許等の制度について、次の見直しを行う。 

① 酒類の製造免許に係る最低製造数量基準について、輸出するために清酒を

製造しようとする者が清酒の製造免許を申請した場合には、最低製造数量基

準（現行：60㎘）を適用しない。 

（注）上記の改正は、令和３年４月１日以後に行われる申請に係る免許につい

て適用する。 

② 酒類の製造免許等の承継制度について、酒類の製造免許等を承継すること

ができる者の範囲に、事業譲渡によりその事業の全部を承継した者を加える。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に行われる事業譲渡について適用

する。 

③ 酒類の製造免許等の申請書について、住民票の写しの添付を不要とする。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に提出する申請書について適用す

る。 

（10）酒類の品目等の表示義務について、一定の原料用アルコールについては、

品目の表示を泡盛とすることを可能とする。 

（11）電気事業法の改正により、一般送配電事業者に代わり一定の地域の配電を
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担う新たな事業者区分が創設されることに伴い、当該事業者が供給する電気に

ついて電源開発促進税の課税対象とする等の所要の措置を講ずる。 

（12）沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限を２

年延長する。 

（地方税） 

（1）地方消費税に係る徴収取扱費について、所要の経過措置を講じた上、次の見

直しを行う。 

現 行 改正案 

① 譲渡割に係る徴収取扱費 

徴収取扱費算定期間に各都道

府県に払い込むべき譲渡割とし

て納付された額の総額（社会保

障財源化分を除く。）× 0.60％ 

② 貨物割に係る徴収取扱費 

徴収取扱費算定期間に各都道

府県に払い込むべき貨物割とし

て納付された額の総額（社会保

障財源化分を除く。）× 0.60％ 

① 譲渡割に係る徴収取扱費 

徴収取扱費算定期間に各都道

府県に払い込むべき譲渡割とし

て納付された額の総額（社会保

障財源化分を除く。）× 0.55％ 

②  貨物割に係る徴収取扱費 

徴収取扱費算定期間に各都道

府県に払い込むべき貨物割とし

て納付された額の総額（社会保

障財源化分を除く。）× 0.65％ 

（2）地方のたばこ税における輸出免税等の適用に当たって必要となる課税免除事

由に該当することを証するに足りる書類の都道府県知事及び市町村長への提出

について、当該書類の提出を不要とする等、輸出免税制度等に係る手続の簡素

化を図る。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に納税申告書の提出期限が到来する

地方のたばこ税について適用する。 

 

五 国際課税 

１ 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応 

（国 税） 

（1）法人が、特定関係子法人から受ける配当等の額（その事業年度開始の日から

その受ける直前までにその特定関係子法人から受ける配当等の額を含む。以下

「対象配当金額」という。）が株式等の帳簿価額の 10％相当額を超える場合に

は、その対象配当金額のうち益金不算入相当額を、その株式等の帳簿価額から

引き下げることとする。 
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（注１）上記の「特定関係子法人」とは、配当等の決議の日（以下「配当決議日」

という。）において特定支配関係を有する他の法人をいう。 

（注２）上記の「特定支配関係」とは、一の者（一の者と特殊の関係のある者を

含む。）が他の法人の株式等又は一定の議決権の数等の 50％超を直接又は

間接に有する場合における当該一の者と他の法人との関係等をいう。 

（注３）上記の「益金不算入相当額」とは、受取配当益金不算入制度等により益

金不算入とされる金額に相当する金額をいう。 

（2）次に掲げる配当等の額は、本措置の対象から除外する。 

① 内国普通法人である特定関係子法人の設立の日から特定支配関係発生日

（法人との間に特定支配関係を有することとなった日をいう。以下同じ。）

までの間において、その発行済株式の総数等の 90％以上を内国普通法人若

しくは協同組合等又は居住者が有する場合の対象配当金額 

② イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上

である場合における特定関係子法人から受ける対象配当金額 

イ 配当決議日の属する特定関係子法人の事業年度開始の日における当該特

定関係子法人の利益剰余金の額 

ロ 当該開始の日からその配当等を受ける日までの間に特定関係子法人の株

主が受ける配当等の総額 

ハ 特定支配関係発生日の属する特定関係子法人の事業年度開始の日におけ

る利益剰余金の額に一定の調整を加えた金額 

③ 特定支配関係発生日から 10年を経過した日以後に受ける配当等の額 

④ 対象配当金額が 2,000 万円を超えない場合におけるその対象配当金額 

（3）対象配当金額のうち、特定支配関係発生日以後の利益剰余金の額から支払わ

れたものと認められる部分の金額がある場合には、その部分の金額を超える金

額を益金不算入相当額とすることができる。 

（4）その他所要の措置を講ずる。 

（地方税） 

法人住民税及び事業税について、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み

合わせた租税回避への対応に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。 

２ 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度等の見直し 



 

－73－ 

（国 税） 

（1）本制度の対象となる者について、次の見直しを行う。 

① 特定法人の範囲から、次に掲げる法人を除外する。 

イ 設立後２年を経過していない法人 

ロ 租税条約等の相手国等（報告対象国を除く。）のうち一定の国又は地域

の法令に準拠して設立された一定の外国報告金融機関等 

② 本制度の対象となる特定取引を行う一定の者が他の者のために当該特定取

引を行う場合等には、当該他の者が当該特定取引を行うものとして本制度を

適用する旨を明確化するほか、本制度の対象となる「事業体」の定義規定を

設ける。 

（2）本制度の対象となる特定対象者の居住地国の特定手続等について、次の見直

しを行う。 

① 民法組合等の居住地国は、実質的な管理を行う場所の所在する国又は地域

とする。 

② 準拠法により遺産が事業体とされる場合には、被相続人の居住地国（現

行：当該事業体の居住地国）を特定する。 

③ 報告金融機関等と複数の者との間で締結されている既存特定取引に係る契

約がある場合等には、特定取引契約資産額の合算の対象とする。 

④ 報告金融機関等による特定対象者の一定の情報を取得するための措置につ

いて、報告対象国を特定対象者の居住地国として特定した場合に限定する。 

⑤ 特定対象者の居住地国等の再特定手続について、報告金融機関等は、新規

届出書等に関する状況の変化があった場合には、当該状況の変化があった日

から３月を経過する日等の一定の日までに、当該新規届出書等を提出した者

等に対し、異動届出書の提出要求等をし、その提出等がなかったときは、当

該状況の変化に基づきその者の居住地国の特定等をしなければならないこと

とする等の所要の措置を講ずる。 

（3）特定取引から除外される取引の範囲から、特定の取締役等が受ける新株予約

権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等（ストックオプション

税制）の適用を受けて取得される株式に係る取引を除外した上、当該取引に係

る特定手続について所要の措置を講ずる。 



 

－74－ 

（4）報告対象外となる者の範囲に、外国政府等が資本金等の全部を出資している

法人で一定の要件を満たすものを加える。 

（5）特定取引を行う者又はその関係者等による当該特定取引に係る契約に関する

行為等の主たる目的の一つが、報告事項の提供を回避することである場合には、

その行為等はなかったものとして本制度を適用する。 

（6）その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記（（1）①、（2）⑤及び（4）を除く。）の改正は令和２年４月１日から、

上記（1）①、（2）⑤及び（4）の改正は令和４年１月１日から、それぞれ適用

する。 

３ その他 

（国 税） 

（1）外国子会社合算税制の見直し 

内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例（いわゆる「外国子会社

合算税制」）について、次の見直しを行う。 

① 部分合算課税制度の対象となる受取利子等の額の範囲から、その本店所在

地国においてその役員又は使用人が棚卸資産の販売の事業及びこれに付随す

る事業（棚卸資産の販売から生ずる利子（いわゆる「ユーザンス金利」）に

係るものに限る。）を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全

てに従事している外国関係会社が、非関連者に対して行う棚卸資産の販売か

ら生ずる利子の額を除外する。 

（注１）上記の改正は、外国関係会社の令和２年４月１日以後に開始する事業

年度について適用する。 

（注２）特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課

税の特例について、上記と同様の見直しを行う。 

② 投資法人等が合算課税の適用を受ける場合には、外国関係会社の所得に対

して課される外国法人税の額のうち、合算対象とされた金額に対応する部分

の金額は、その投資法人等が納付した外国法人税の額とみなして、投資法人

等の配当等に係る二重課税調整の対象とする等の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、外国関係会社の令和２年４月１日以後に終了する事業年

度について適用する。 
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（2）外国税額控除における控除対象外国税額の範囲の見直し 

我が国で所得と認識されない金額に対して課されるものとして外国税額控除

の対象から除外される外国法人税の額に、次の外国法人税の額を加える。 

① 外国法人等の所得について、これを内国法人の所得とみなして当該内国法

人に対して課される外国法人税の額 

② 内国法人の国外事業所等において、当該国外事業所等から本店等又は他の

者に対する支払金額等がないものとした場合に得られる所得につき課される

外国法人税の額 

（注１）居住者に係る外国税額控除制度について、上記と同様の見直しを行う。 

（注２）上記の改正は、令和３年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税及

び令和４年分以後の所得税について適用する。 

（3）過大支払利子税制における対象外支払利子等の額の範囲の見直し 

外国法人の恒久的施設が有する債権に係る経済的利益を受ける権利が、その

本店等に移転されることがあらかじめ定まっている場合には、法人からその恒

久的施設に支払われる利子等の額を対象外支払利子等の額から除外する。 

（4）店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度の対象範囲の整備 

情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関

する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、本制度の対象となる店頭デリ

バティブ取引の範囲から、暗号資産デリバティブ取引を除外する。 

（5）法人番号等の確認制度について、次の措置を講ずる。 

① 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の対象となる

特定法人が届出書の提出をする場合において、その提出を受ける者が、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定

により公表されている当該特定法人の名称、本店等の所在地及び法人番号を

確認したときは、当該特定法人については、提出の際に必要な本人確認書類

の提示を要しないこととする。 

② 特定法人が届出書の提出をする場合において、その提出を受ける者が、電

気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から登記

情報の送信を受ける方法により当該特定法人の名称及び本店等の所在地を確

認したときは、当該特定法人については、提出の際に必要な登記事項証明書
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の提示を要しないこととする。 

（注）外国法人が振替国債等の利子の非課税制度等の適用を受けるために非課税

適用申告書等を提出する場合について、上記と同様の措置を講ずる。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（地方税） 

個人住民税、法人住民税及び事業税について、国税における諸制度の取扱いに

準じて所要の措置を講ずる。 

 

六 納税環境整備 

１ 振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化 

（国 税） 

振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出について、電子情報処理組

織を使用する方法（e-Tax）により申請等を行うことを可能とするとともに、そ

の振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出に係る情報を送信する際、

その申請等を行う者の電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に行う申請等について適用する。 

２ 準確定申告の電子的手続の簡素化 

（国 税） 

電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）による所得税の準確定申告書の提

出について、その準確定申告書に記載すべき事項と併せて申告書確認情報（電子

署名及び電子証明書を送信する相続人（以下「申請等相続人」という。）以外の

相続人がその準確定申告書に記載すべき事項を確認したことを証する電磁的記録

をいう。）を送信する場合には、その申請等相続人以外の相続人の電子署名及び

電子証明書の送信を要しないこととする。 

（注）上記の改正は、令和２年分以後の所得税の準確定申告書を令和２年１月１日

以後に提出する場合について適用する。 

３ 納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化 

（国 税） 

振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を異動した場合において、

その個人が提出する納税地の異動届出書等に、その異動後も従前の金融機関の口
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座から振替納税を行う旨を記載したときは、異動後の所轄税務署長に対してする

申告等について振替納税を引き続き行うことを可能とするよう、運用上の対応を

行う。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に提出する納税地の異動届出書等につ

いて実施する。 

４ 電子帳簿等保存制度の見直し 

（国 税） 

国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引（取引情報の授受を電磁的方式によ

り行う取引をいう。）を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法

を加える。 

（1）発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、そ

の電磁的記録を保存する方法 

（2）電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することがで

きるシステム（訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。）におい

て、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法 

（注）上記の改正は、令和２年 10 月１日から施行する。 

５ 地方税共通納税システムの対象税目の拡大 

（地方税） 

地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金

の対象税目に個人住民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割を追加し、特別

徴収義務者が eLTAX（地方税のオンライン手続のためのシステム）を通じて電子

で申告及び納入を行うことができるよう、所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年 10 月１日以後に特別徴収義務者が行う個人住民税

の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の申告及び納入について適用する。 

６ その他の円滑な申告・納税のための環境整備 

（国 税） 

（1）納税証明書の電子的請求手続等の柔軟化 

① 納税証明書の電子的請求について、電子委任状を添付して行うことを可能

とするとともに、その納税証明書の交付の請求に係る情報を送信する際、委

任者の電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。 
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② 納税証明書の電子的交付について、税務署長等の電子署名及び電子証明書

の送信に代えて、真正性を担保するための措置（その納税証明書に記載すべ

き事項が記録されたいわゆる「ＱＲコード」の添付）を講ずることにより、

申請者が納税証明書を複数印刷して使用することを可能とする。 

（注）上記の改正は、令和３年７月１日以後に行う請求について適用する。 

（2）支払調書等の電子的提出方法の柔軟化 

電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により提出する支払調書等のフ

ァイル形式に、ＣＳＶ形式を加える。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に提出する支払調書等について適用

する。 

７ 国外財産調書制度等の見直し 

（国 税） 

国外財産調書制度等について、次の見直しを行う。 

（1）相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書等への記載の柔軟化 

相続の開始の日の属する年（以下「相続開始年」という。）の 12 月 31 日に

おいてその有する国外財産に係る国外財産調書については、その相続又は遺贈

により取得した国外財産（以下「相続国外財産」という。）を記載しないで提

出することができることとする。この場合において、国外財産調書の提出義務

については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を

除外して判定する（財産債務調書における相続財産（相続又は遺贈により取得

した財産をいう。以下同じ。）についても同様とする。）。 

（注）上記の改正は、令和２年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について

適用する。 

（2）国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の見直し 

① 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置（以下

「加算税の加重措置」という。）の適用対象に、相続国外財産に対する相続

税に関し修正申告等（修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若し

くは決定をいう。以下同じ。）があった場合を加える。 

② 次のいずれかに該当する場合には、加算税の加重措置は適用しないことと

する（財産債務調書における相続財産についても同様とする。）。 
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イ その年の 12 月 31 日において相続国外財産を有する者（その価額の合計

額が提出基準額（5,000 万円）を上回る国外財産（相続国外財産を除く。）

を有する者を除く。）の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に国外財産

調書の提出がない場合 

ロ その年の 12 月 31 日において相続国外財産を有する者の責めに帰すべき

事由がなく国外財産調書に記載すべき相続国外財産についての記載がない

場合（記載不備の場合を含む。） 

（3）過少申告加算税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書等の見直し 

相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算

税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書について、次に掲げる措置

の区分に応じそれぞれ次に定める国外財産調書とする（次の①については、財

産債務調書における相続財産についても同様とする。）。 

① 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置（以下「加

算税の軽減措置」という。） 次に掲げる国外財産調書のいずれか 

イ 被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書 

ロ 相続人の相続開始年の年分の国外財産調書 

ハ 相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書 

② 加算税の加重措置 上記①イからハまでに掲げる国外財産調書の全て 

（注１）上記（2）①の場合の加算税の加重措置は、上記①ハに掲げる国外財

産調書の提出義務がない相続人については、適用しない。 

（注２）上記（1）により国外財産調書に記載しないことができる相続国外財

産に係る所得税に関し修正申告等があった場合の加算税の加重措置は、

相続開始年の年分については、適用しない。 

（4）国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出がない場合

の加算税の軽減措置及び加重措置の特例の創設 

国外財産を有する者が、国税庁等の当該職員から国外財産調書に記載すべき

国外財産の取得、運用又は処分に係る書類のうち、その者が通常保存し、又は

取得することができると認められるもの（その電磁的記録又はその写しを含

む。）の提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求めら

れた日から 60 日を超えない範囲内においてその提示又は提出の準備に通常要
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する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかっ

たとき（その者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。）における加算税の

軽減措置及び加重措置の適用については、次のとおりとする。 

① その国外財産に係る加算税の軽減措置は、適用しない。 

② その国外財産に係る加算税の加重措置については、その加算する割合を

10％（適用前加算割合：５％）とする。 

（注）上記②については、上記（2）②イ又はロに該当する場合には、その加

算する割合を５％（適用前加算割合：なし）とする。 

（5）その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記（2）から（5）までの改正は、令和２年分以後の所得税又は令和２年

４月１日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について

適用する。 

８ 国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限の見直し 

（国 税） 

国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限について、次の見直しを行う。 

（1）次の①に掲げる事由が生じた場合において、次の②に掲げる事由に基づいて

する更正決定等について、租税条約等の相手国等に対して情報提供要請に係る

書面が発せられた日から３年間は、行うことができることとする。 

① 国税庁等の当該職員が納税者に国外取引又は国外財産に関する書類（その

電磁的記録又はその写しを含む。）の提示又は提出を求めた場合において、

その提示又は提出を求めた日から 60 日を超えない範囲内においてその準備

に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出

がなかったこと（納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。）。 

② 国税庁長官（その委任を受けた者を含む。）が租税条約等の規定に基づき

その租税条約等の相手国等に上記①の国外取引又は国外財産に関する情報提

供要請をした場合（その情報提供要請が更正決定等をすることができないこ

ととなる日の６月前の日以後にされた場合を除くものとし、その情報提供要

請をした旨の納税者への通知が情報提供要請をした日から３月以内にされた

場合に限る。）において、その課税標準等又は税額等に関し、租税条約等の

相手国等から提供があった情報に照らし非違があると認められること。 
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（注）上記の「国外取引」とは、非居住者又は外国法人との間で行う資産の販

売、資産の購入、役務の提供その他の取引（非居住者又は外国法人が提供

する場を利用して行われる取引を含む。）をいう。 

（2）上記（1）に併せて、国外取引等の課税に係る更正決定等により納付すべき

国税の消滅時効等について所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に法定申告期限等が到来する国税につ

いて適用する。 

９ 利子税・還付加算金等の割合の引下げ 

（国 税） 

利子税・還付加算金等の割合について、次の見直しを行う。 

（1）利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合が年 7.3％未満の場合には、そ

の年中においては、次に掲げる利子税の区分に応じそれぞれ次に定める割合と

する。 

① 次の②以外の利子税 その利子税特例基準割合 

② 相続税及び贈与税に係る利子税 これらの利子税の割合に、その利子税特

例基準割合が年 7.3％に占める割合を乗じて得た割合 

（注）上記の「利子税特例基準割合」とは、各年の前々年の９月から前年の８月

まで（現行：前々年の 10 月から前年の９月まで）の各月における銀行の新

規の短期貸出約定平均金利の合計を 12 で除して得た割合として各年の前年

の 11 月 30 日まで（現行：12 月 15 日まで）に財務大臣が告示する割合（以

下「平均貸付割合」という。）に年 0.5％（現行：年１％）の割合を加算し

た割合をいう。 

（2）納税の猶予等の適用を受けた場合（延滞税の全額が免除される場合を除く。）

の延滞税の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年 7.3％未

満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合とする。 

（注１）上記の「猶予特例基準割合」とは、平均貸付割合に年 0.5％（現行：年

１％）の割合を加算した割合をいう。 

（注２）上記（2）以外の延滞税の割合については、従前どおりの割合とする。 

（3）還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合が年 7.3％未満の場合

には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とする。 
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（注）上記の「還付加算金特例基準割合」とは、平均貸付割合に年 0.5％（現

行：年１％）の割合を加算した割合をいう。 

（4）利子税・還付加算金等の割合について０％となることのないよう下限を整備

するほか、所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後の期間に対応する利子税・還付加算金

等について適用する。 

（地方税） 

  還付加算金等の割合について、次の見直しを行う。 

（1）還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合が年 7.3％未満の場合

には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とする。 

（注）上記の「還付加算金特例基準割合」とは、各年の前々年の９月から前年の

８月まで（現行：前々年の 10 月から前年の９月まで）の各月における銀行

の新規の短期貸出約定平均金利の合計を 12 で除して得た割合として各年の

前年の 11 月 30 日まで（現行：12 月 15 日まで）に財務大臣が告示する割合

（以下「平均貸付割合」という。）に年 0.5％（現行：年１％）の割合を加

算した割合をいう。 

（2）納税の猶予等の適用を受けた場合（延滞金の全額が免除される場合を除く。）

の延滞金の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年 7.3％未

満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合とする。 

（注）上記の「猶予特例基準割合」とは、平均貸付割合に年 0.5％（現行：年

１％）の割合を加算した割合をいう。 

（3）法人住民税及び法人事業税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割

合は、各年の国税の利子税特例基準割合が年 7.3％未満の場合には、その年中

においては、その利子税特例基準割合とする。 

（注）上記の「利子税特例基準割合」とは、平均貸付割合に年 0.5％（現行：年

１％）の割合を加算した割合をいう。 

（4）還付加算金等の割合について０％となることのないよう下限を整備するほか、

所要の措置を講ずる。 

（注１）上記（2）及び（3）以外の延滞金の割合については、従前どおりの割合と

する。 
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（注２）上記の改正は、令和３年１月１日以後の期間に対応する還付加算金等につ

いて適用する。 

10 その他の課税関係の整備・適正化等 

（国 税） 

（1）期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限の整備 

賦課決定をすることができないこととなる日前３月以内にされた納税申告書

の提出又は納税の告知を受けることなくされた源泉所得税等の納付（調査によ

る更正決定又は納税の告知を予知してされたものを除く。）に係る無申告加算

税又は不納付加算税の賦課決定について、その提出又は納付がされた日から３

月を経過する日まで、行うことができることとするとともに、これらの賦課決

定により納付すべき国税の消滅時効等について所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に法定申告期限等が到来する国税に

係る加算税について適用する。 

（2）口頭意見陳述におけるテレビ会議システムの利用 

審査請求及び再調査の請求における口頭意見陳述について、一般的な行政不

服審査と同様に、テレビ会議システムを用いて行うことができることとする。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後にされる審査請求又は再調査の請求

に係る口頭意見陳述について適用する。 

（3）不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設 

国税の不動産の公売等について、民事の不動産の競売における暴力団員等に

よる買受けの防止措置と同様に、次の措置を講ずる。 

① 公売財産（不動産に限る。以下「公売不動産」という。）の入札等（入札

又は競り売りに係る買受けの申込みをいう。以下同じ。）をしようとする者

は、暴力団員等でない旨を陳述しなければ、入札等をすることができないこ

ととする。 

② 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等（最高価申込者及び次順位買受

申込者をいう。以下同じ。）が暴力団員等に該当するか否かについて、その

税務署の所在地を管轄する都道府県警察に照会しなければならないこととす

る。 

③ 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当すると認め
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る場合には、最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。 

④ 上記①の陳述について、虚偽陳述に対する罰則を設ける。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に行う公告に係る公売等について適

用する。 

（地方税） 

（1）期限到来間際にされた申告に係る加算金の決定期限の整備 

  決定をすることができないこととなる日前３月以内にされた申告書の提出

（調査による更正決定を予知してされたものを除く。）に係る不申告加算金の

決定について、その提出がされた日から３月を経過する日まで、行うことがで

きることとするとともに、この決定により納付すべき不申告加算金の消滅時効

について所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する地方

税に係る加算金について適用する。 

（2）不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設 

地方税の不動産の公売等について、公売財産（不動産に限る。）の入札等

（入札又は競り売りに係る買受けの申込みをいう。以下同じ。）をしようとす

る者は、暴力団員等でない旨を陳述しなければ、入札等をすることができない

こととする等、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置に関し国税

の滞納処分の例によることとし、上記の陳述について、虚偽陳述に対する罰則

を設ける。 

（注）上記の改正は、令和３年１月１日以後に行う公告に係る公売等について適

用する。 

（3）情報照会手続の整備 

徴税吏員が事業者等に、地方税に関する調査（犯則事件の調査を除く。）に

関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることが

できることを法令上明確化する。 

 

七 関税 

１ 暫定税率等の適用期限の延長等 
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（1）令和２年３月 31日に適用期限の到来する暫定税率（416品目）及び特別緊急

関税制度について、令和３年３月 31日まで適用期限の延長を行う。 

（2）令和２年３月 31 日に適用期限の到来する牛肉及び豚肉に係る関税の緊急措

置について、日米貿易協定が令和２年１月に発効することを踏まえ、これらの

緊急措置は措置しないこととする。 

（3）加糖調製品（６品目）について、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大

が可能となるよう、次のとおり暫定税率の引下げを行う。 

関税率表番号 主な品名 現行 改正案 

1806.10-1 ココア粉 28.5％ 25.8％ 

1806.20-2-(1)-Ｂ ココアの調製品 27％ 25％ 

1901.90-2-(1)-Ａ-(b) ミルクの調製品 28.8％ 26.6％ 

2101.11-1 コーヒーのエキス 21.7％ 16.9％ 

2106.10-2-(1)-Ｂ たんぱく質濃縮物 19.1％ 15.3％ 

2106.90-2-(2)-Ｅ-(a)-

ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) 

乳糖を含有する調

製食料品 
28.8％ 26.6％ 

（4）令和２年３月 31 日に適用期限の到来する沖縄に係る特例措置（沖縄特定免

税店制度）について、令和４年３月 31 日まで適用期限の延長を行う。 

（5）令和２年３月 31 日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度及び加

工再輸入減税制度について、令和５年３月 31日まで適用期限の延長を行う。 

２ 個別品目の関税率の見直し 

  自動車安全部品用イグナイター等５品目について、基本税率を無税とする。 

３ 国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置の創設 

  欧州・北米航路に就航するコンテナ貨物定期船が国際戦略港湾（京浜港、阪神

港、名古屋港及び四日市港）に入港する際のとん税及び特別とん税について、当

分の間、開港ごとに１年分を一時に納付する場合の税率（純トン数１トンまでご

と）を次のとおりとする。  

現行 改正案 

108円 

（とん税 48円、特別とん税 60円） 

54円 

（とん税 24円、特別とん税 30円） 

（注）上記の改正は、令和２年 10 月１日から施行する。 
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４ その他 

（1）入国者が携帯又は別送するアルコール飲料に係る簡易税率について、現行

水準（蒸留酒：300 円/ℓ、その他 200円/ℓ）を維持する。 

（2）納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえた所要の規定の整備等を行う。 
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【付記】連結納税制度の見直し 

一 グループ通算制度の基本的な仕組み 

１ 適用法人 

  適用法人について、次の法人を除外するほか、連結納税制度と同様とする。 

（1）青色申告の承認の取消しの通知を受けた日から同日以後５年を経過する日の

属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの 

（2）青色申告の取りやめの届出書の提出をした日から同日以後１年を経過する日

の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの 

２ 適用方法 

適用方法並びに承認の取消し及び適用の取りやめの方法について、次の見直し

を行うほか、連結納税制度と同様とする。 

（1）親法人の設立事業年度の翌事業年度からグループ通算制度を適用しようとす

る場合の承認申請期限の特例について、親法人がその資産の時価評価による評

価損益を計上する必要がある場合及び設立事業年度が３月以上の場合には適用

できないこととする。 

（2）承認の却下事由に、備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は

仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認め

られる相当の理由があることを加える。 

（3）青色申告の承認を取り消された場合には、グループ通算制度の承認の効力を

失うこととし、グループ通算制度固有の取消事由を設けないこととする。 

３ 納税主体等 

（1）親法人及び各子法人が法人税の申告を行う。 

（2）親法人及び各子法人には、通算グループ内の他の法人の法人税について連帯

納付責任がある。 

（3）親法人の電子署名により子法人の申告及び申請、届出等を行うことができる

こととするほか、ダイレクト納付についても所要の措置を講ずる。 

４ 事業年度 

適用法人の事業年度は、連結納税制度と同様に、親法人の事業年度に合わせた

みなし事業年度とする。 

５ 所得金額及び法人税額の計算 
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（1）損益通算 

① 欠損法人の欠損金額の合計額（所得法人の所得の金額の合計額を限度）を

所得法人の所得の金額の比で配分し、所得法人において損金算入する。この

損金算入された金額の合計額を欠損法人の欠損金額の比で配分し、欠損法人

において益金算入する。 

② グループ通算制度の適用法人又は通算グループ内の他の法人の所得の金額

又は欠損金額が期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額と異なる

場合には、期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額を上記①の所

得の金額又は欠損金額とみなして上記①の損金算入又は益金算入の計算をす

る。 

（2）欠損金の通算 

① グループ通算制度の適用法人の欠損金の繰越控除額の計算について、控除

限度額は通算グループ内の各法人の欠損金の繰越控除前の所得の金額の

50％相当額（中小法人等、更生法人等及び新設法人については、所得の金額）

の合計額とし、控除方法は連結納税制度と同様とする。 

（注）更生法人等の判定は各法人について行うこととし、通算グループ内のい

ずれかの法人が新設法人に該当しない場合にはその通算グループ内の全て

の法人が新設法人に該当しないこととする。 

② 通算グループ内の他の法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額が期

限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異なる場

合には、期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額

を当期の所得の金額又は過年度の欠損金額とみなす。 

③ グループ通算制度の適用法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額が

期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異なる

場合には、欠損金額及び中小法人等以外の控除限度額（欠損金の繰越控除前

の所得の金額の 50％相当額をいう。）で期限内申告において通算グループ内

の他の法人との間で授受した金額を固定する調整をした上で、その適用法人

のみで欠損金の繰越控除額を再計算する。 

（3）欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するため又は離脱法人に欠損金を帰属

させるためあえて誤った当初申告を行うなど法人税の負担を不当に減少させる
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結果となると認めるときは、税務署長は、上記（1）②並びに（2）②及び③を

適用しないことができる。 

（4）通算グループ内の全ての法人について、期限内申告における所得の金額が零

又は欠損金額がある等の要件に該当するときは、上記（1）②並びに（2）②及

び③を適用しない。 

（5）利益・損失の二重計上の防止 

投資簿価修正制度を次の制度に改組する。 

① 通算グループ内の子法人の株式の評価損益及び通算グループ内の他の法人

に対する譲渡損益を計上しない。 

② 通算グループからの離脱法人の株式の離脱直前の帳簿価額を離脱法人の簿

価純資産価額に相当する金額とする。 

③ グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入をする子法人で親

法人との間に完全支配関係の継続が見込まれないものの株式について、株主

において時価評価により評価損益を計上する。 

（注）グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入後損益通算をせず

に２月以内に通算グループから離脱する法人については、上記①から③まで

を適用しない。 

（6）税率 

税率は、通算グループ内の各法人の適用税率による。なお、中小法人の軽減

税率の適用対象所得金額は、年 800 万円を所得法人の所得の金額の比で配分し

た金額とする。 

（注）上記の配分は、所得法人の所得の金額が期限内申告における所得の金額と

異なる場合には、原則として期限内申告における所得の金額により配分する。 

（7）税効果相当額の授受 

内国法人が他の内国法人との間で通算税効果額を授受する場合には、その授

受する金額は、益金の額及び損金の額に算入しないこととする。 

（注）上記の「通算税効果額」とは、グループ通算制度を適用することにより減

少する法人税及び地方法人税の額に相当する金額として内国法人間で授受さ

れる金額をいう。 

６ 申告及び納付 
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（1）グループ通算制度の適用法人は、電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）

により法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書を提出

しなければならないこととする。 

（注）添付書類の提出方法及び電子情報処理組織による申告が困難である場合の

特例についても、大法人と同様とする。 

（2）仮決算による中間申告は、通算グループ内の全ての法人が行わなければなら

ないこととする。 

（3）グループ通算制度の適用法人の申告については、連結納税制度と同様に、申

告期限の延長特例による延長期間を原則２月とする。 

（4）災害等により決算が確定しない場合等の申告期限の延長及び上記（3）の延

長特例の申請は親法人が行うものとし、親法人に延長処分があった場合におけ

るその子法人及び上記（3）の延長特例を受けている通算グループに加入した

子法人は、申告期限が延長されたものとみなす。 

（5）グループ通算制度の適用法人について、通算グループからの離脱があった場

合には、その離脱後に開始する事業年度について、上記（3）の延長は効力を

失う。 

（6）国税通則法の災害等による期限延長制度により通算グループ内のいずれかの

法人の申告期限が延長された場合には、他の法人についても申告期限の延長が

あったものとする。 

７ グループ通算制度の適用開始、通算グループへの加入及び通算グループからの

離脱 

（1）グループ通算制度の適用開始、通算グループへの加入又は通算グループから

の離脱の際のみなし事業年度について、次の見直しを行うほか、連結納税制度

と同様とする。 

① 事業年度の中途で親法人との間に完全支配関係を有することとなった場合

の加入時期の特例について、その完全支配関係を有することとなった日の前

日の属する会計期間の末日の翌日を承認の効力発生日及び事業年度開始の日

とすることができる措置を加える。 

② 離脱法人の離脱日に開始する事業年度終了の日を親法人の事業年度終了の

日とする措置を廃止する。 
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（2）グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入に際して行う資産の

時価評価について、対象外となる法人を次の法人とする。 

① 適用開始時の時価評価課税の対象外となる法人 

イ 親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる子法人 

ロ いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる親法人 

② 加入時の時価評価課税の対象外となる法人 

イ 適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人 

ロ 通算グループ内の新設法人 

ハ 適格組織再編成と同様の要件として次の要件（加入の直前に支配関係が

ある場合には、（イ）から（ハ）までの要件）の全てに該当する法人 

（イ）親法人との間の完全支配関係の継続要件 

（ロ）当該法人の従業者継続要件 

（ハ）当該法人の主要事業継続要件 

（ニ）当該法人の主要な事業と通算グループ内のいずれかの法人の事業との

事業関連性要件 

（ホ）上記（ニ）の各事業の事業規模比５倍以内要件又は当該法人の特定役

員継続要件 

（注）上記の各要件は、組織再編成の適格要件と同様とする。 

（3）上記（2）①又は②の法人以外の法人のグループ通算制度の適用開始又は通

算グループへの加入前の欠損金を切り捨てる。 

（4）上記（2）①又は②の法人のグループ通算制度の適用開始又は通算グループ

への加入前の欠損金及び資産の含み損等について、次のとおり、支配関係発生

から５年経過日と開始又は加入から３年経過日とのいずれか早い日まで、制限

を行う。 

① 支配関係発生後に新たな事業を開始した場合には、支配関係発生前に生じ

た欠損金及び支配関係発生前から有する資産の開始・加入前の実現損から成

る欠損金を切り捨てるとともに、支配関係発生前から有する資産の開始・加

入後の実現損を損金不算入とする。 

② 原価及び費用の額の合計額のうちに占める損金算入される減価償却費の額

の割合が 30％を超える場合には、通算グループ内で生じた欠損金について、
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損益通算の対象外とした上で、特定欠損金（その法人の所得の金額を限度と

して控除ができる欠損金をいう。以下同じ。）とする。 

③ 上記①又は②のいずれにも該当しない場合には、通算グループ内で生じた

欠損金のうち、支配関係発生前から有する資産の実現損から成る欠損金につ

いて、損益通算の対象外とした上で、特定欠損金とする。 

（注）制限の対象となる資産の実現損の額は、組織再編税制における特定資産に

係る譲渡等損失額の損金不算入制度と同様とする。 

（5）次の法人については、上記（4）の対象外とする。 

① 親法人との間（親法人にあっては、いずれかの子法人との間。②において

同じ。）に支配関係が５年超ある法人 

② 通算グループ内のいずれかの法人と共同事業を行う法人として、次の法人 

イ 加入の直前に親法人との間に支配関係がない法人で上記（2）②ハに該

当するもの 

ロ 開始又は加入の直前に親法人との間に支配関係がある法人で次の要件の

全てに該当するもの 

（イ）当該法人の主要な事業と通算グループ内のいずれかの法人の事業との

事業関連性要件 

（ロ）上記（イ）の各事業の事業規模比５倍以内要件又は当該法人の特定役

員継続要件 

（ハ）当該法人の上記（イ）の主要な事業の事業規模拡大２倍以内要件又は

特定役員継続要件 

（注）上記の各要件は、組織再編成の欠損金の制限におけるみなし共同事業

要件と同様とする。 

ハ 非適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人で共同で事業を

行うための適格株式交換等の要件のうち対価要件以外の要件に該当するも

の 

（6）グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入前の欠損金（現行：

特定連結子法人の連結納税制度の適用開始又は連結グループへの加入前の欠損

金）のうち上記（3）及び（4）により切り捨てられなかったものは、特定欠損

金とする。 
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（7）通算グループからの離脱 

① 連結納税制度と同様に、通算グループから離脱した法人は、５年間再加入

を認めない。 

② 通算グループから離脱した法人が次に掲げる場合に該当する場合には、そ

れぞれ次の資産については、直前の事業年度において、時価評価により評価

損益の計上を行う。 

イ 主要な事業を継続することが見込まれていない場合（離脱の直前におけ

る含み益の額が含み損の額以上である場合を除く。） 固定資産、土地等、

有価証券（売買目的有価証券等を除く。）、金銭債権及び繰延資産（これら

の資産のうち帳簿価額が 1,000 万円未満のもの及びその含み損益が資本金

等の額の２分の１又は 1,000 万円のいずれか少ない金額未満のものを除

く。） 

ロ 帳簿価額が 10 億円を超える資産の譲渡等による損失を計上することが

見込まれ、かつ、その法人の株式の譲渡等による損失が計上されることが

見込まれている場合 その資産 

（8）その他 

① グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入前の譲渡損益調整

資産の譲渡損益及びリース取引に係る延払損益で繰り延べているもの

（1,000 万円未満のものを除く。）並びに特定資産の買換え等に係る特別勘

定の金額（1,000 万円未満のものを除く。）については、連結納税制度と同

様に、時価評価の適用除外となる法人に該当する場合を除き、その繰り延べ

ている損益の計上及びその特別勘定の金額の取崩しを行う。 

② 通算グループからの離脱前の譲渡損益調整資産の譲渡損益及びリース取引

に係る延払損益で繰り延べているもの並びに特定資産の買換え等に係る特別

勘定の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次のとおりと

する。 

イ 上記（7）②イに該当する場合 その繰り延べている損益（1,000 万円

未満のものを除く。）の計上及びその特別勘定の金額（1,000 万円未満の

ものを除く。）の取崩しを行う。 

ロ 譲渡損益調整資産の譲渡損で繰り延べている金額が 10 億円を超えるも
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のの戻入れが見込まれ、かつ、その法人の株式の譲渡等による損失が計上

されることが見込まれている場合 その繰り延べている損失の計上を行う。 

 

二 各個別制度の取扱い 

次に掲げる個別制度については、親法人及び各子法人が申告を行うことに鑑み

個別計算を原則としつつ、企業経営の実態や事務負担、制度趣旨・目的、濫用可

能性等を勘案し、それぞれ次のとおりとする。また、他の各個別制度についても、

同様の考え方により、適切な仕組みとする。 

１ 受取配当等の益金不算入制度 

（1）関連法人株式等に係る負債利子控除額を、関連法人株式等に係る配当等の額

の 100 分の４相当額（その事業年度において支払う負債利子の額の 10 分の１

相当額を上限とする。）とする。 

（2）関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定については、

100％グループ内（現行：連結グループ内）の法人全体の保有株式数等により

行う。 

（3）短期保有株式等の判定については、各法人で行う。 

２ 外国子会社配当等の益金不算入制度 

外国子会社の判定については、連結納税制度と同様とする。 

３ 寄附金の損金不算入制度 

（1）寄附金の損金算入限度額の計算の基礎となる資本金等の額について、資本金

の額及び資本準備金の額の合計額とする。 

（2）寄附金の損金不算入額は、各法人において計算する。 

４ 貸倒引当金 

100％グループ内（現行：連結グループ内）の法人間の金銭債権を貸倒引当金

の対象となる金銭債権から除外する。 

５ 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用制度及び

資産の譲渡等損失額の損金不算入制度について、欠損等法人に該当するかどうか

の判定及びその適用は、各法人で行う。 

６ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度 

（1）民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除
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前に繰越欠損金を損金算入できる制度について、グループ通算制度の適用法人

の控除限度額は、当該法人の損益通算及び青色欠損金等の繰越控除前の所得の

金額と通算グループ内の各法人の損益通算及び青色欠損金等の繰越控除前の所

得の金額の合計額から欠損金額の合計額を控除した金額とのうちいずれか少な

い金額とする。 

（2）民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除

後に繰越欠損金を損金算入できる制度及び解散の場合の繰越欠損金の損金算入

制度について、グループ通算制度の適用法人の控除限度額は、当該法人の損益

通算及び青色欠損金等の繰越控除後の所得の金額とする。 

（3）損金算入の対象となる債務免除益等の金額について、グループ通算制度にお

いては、債務免除に係る債権を有する者等から除かれている法人を、親法人、

適用対象となる法人及び債務免除等の相手方である法人の事業年度が同日に終

了する場合のその相手方である通算グループ内の法人とする。 

７ 中小判定 

  次の制度における中小法人の判定について、通算グループ内のいずれかの法人

が中小法人に該当しない場合には、通算グループ内の全ての法人が中小法人に該

当しないこととする。 

（1）貸倒引当金 

（2）欠損金の繰越控除 

（3）軽減税率 

（4）特定同族会社の特別税率の不適用 

（5）中小企業等向けの各租税特別措置 

８ 所得税額控除 

  所得税額控除額は、各法人において計算する。 

９ 外国税額控除 

（1）通算グループ内の各法人の控除限度額の計算は、基本的に連結納税制度と同

様とする。 

（2）通算グループ内の各法人の当期の外国税額控除額が期限内申告書に記載され

た外国税額控除額と異なる場合には、期限内申告書に記載された外国税額控除

額を当期の外国税額控除額とみなす。 



 

－96－ 

（3）当期の外国税額控除額と期限内申告書に記載された外国税額控除額との過不

足額は、進行年度の外国税額控除額又は法人税額においてその調整を行う。 

（4）通算グループ内の各法人が外国税額控除額の計算の基礎となる事実を隠蔽又

は仮装して外国税額控除額を増加させること等により法人税の負担を減少させ

ようとする場合には、上記（2）及び（3）は適用しない。 

10 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除及び還付制度は、

各法人において適用する。 

11 特定同族会社の特別税率 

特定同族会社の特別税率については、各法人において計算する。ただし、次の

調整を行う。 

（1）留保金額の基礎となる所得の金額は、損益通算後の所得の金額とする。 

（2）所得基準の基礎となる所得の金額は、損益通算前の所得の金額とする。 

（3）留保金額の計算上、通算グループ内の法人間の受取配当及び支払配当はなか

ったものとした上、通算グループ外の者に対する配当の額として留保金額から

控除される金額は、①に掲げる金額を②に掲げる金額の比で配分した金額と③

に掲げる金額との合計額とする。 

① 各法人の通算グループ外の者に対する配当の額のうち通算グループ内の他

の法人から受けた配当の額に達するまでの金額の合計額 

② 通算グループ内の他の法人に対する配当の額から通算グループ内の他の法

人から受けた配当の額を控除した金額 

③ 通算グループ外の者に対する配当の額が通算グループ内の他の法人から受

けた配当の額を超える部分の金額 

12 欠損金の繰戻しによる還付制度 

（1）通算グループ内の各法人の繰戻しの対象となる欠損金額は、各法人の欠損金

額の合計額を還付所得事業年度の所得の金額の比で配分した金額とする。災害

損失欠損金額についても同様とする。 

（注）上記一７（4）②及び③により損益通算の対象外とされる欠損金額は、配

分の対象としない。 

（2）解散等の場合の還付請求の特例について、通算グループ内の法人における対

象となる事由は、親法人の解散、子法人の破産手続開始の決定並びに各法人の
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更生手続開始及び再生手続開始の決定とする。 

13 特別税額控除 

（1）試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税制）については、次のと

おりとする。 

① 通算グループを一体として計算した税額控除限度額と控除上限額とのいず

れか少ない金額（以下「税額控除可能額」という。）を各法人の調整前法人

税額の比で配分した金額を各法人の税額控除限度額とする。 

② 通算グループ内の他の法人の各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人

税額が確定申告書に記載された各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人

税額と異なる場合には、確定申告書に記載された各期の試験研究費の額又は

当期の調整前法人税額を各期の試験研究費の額又は当期の調整前法人税額と

みなす。 

③ 上記②の場合において、税額控除可能額が確定申告書に記載された税額控

除可能額に満たないときは、法人税額の調整等を行う。 

（2）その他の特別税額控除制度については、上記一５（1）及び（2）の措置に基

づく各法人の法人税額の一定額を限度とする。ただし、上記一５（1）②の措

置を前提とした濫用防止のための措置その他の措置を講ずる。 

14 その他の租税特別措置等 

（1）適用除外事業者 

通算グループ内のいずれかの法人の平均所得金額（前３事業年度の所得の金

額の平均）が年 15 億円を超える場合には、通算グループ内の全ての法人が適

用除外事業者に該当することとする。 

（2）資産の譲渡に係る特別控除額の特例について、100％グループ内（現行：連

結グループ内）の各法人の特別控除額の合計額が定額控除限度額（年 5,000 万

円）を超える場合には、その超える部分の金額を損金不算入とする。 

（3）過大支払利子税制 

損金不算入額は、各法人において計算する。ただし、適用免除基準（対象純

支払利子等の額が 2,000 万円以下であること）の判定については、連結納税制

度と同様とする。 

（4）その他の租税特別措置等については、それぞれの制度の目的や仕組み、グル
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ープ通算制度の趣旨等に配慮しつつ、上記一５（1）②の措置を前提とした濫

用防止のための措置その他所要の措置を講ずる。 

 

三 租税回避行為の防止 

グループ通算制度に関しては、多様な租税回避行為が想定されることから、上

記一５（3）及び７（2）から（8）まで並びに二９（4）の措置のほか、連結納税

制度と同様に、包括的な租税回避行為を防止するための規定を設ける。 

 

四 その他の整備 

１ 質問検査権、罰則、徴収の所轄庁等について、連結納税制度と同様の措置を講

ずる。 

２ 青色申告制度について次の見直しを行い、グループ通算制度を青色申告制度を

前提とした制度とする。 

（1）青色申告の承認を受けていない法人がグループ通算制度の承認を受けた場合

には、青色申告の承認を受けたものとみなす。 

（2）グループ通算制度の承認を受けている法人が青色申告の承認を取り消される

場合には、取消しの効果は遡及しないこととする。 

（3）グループ通算制度の承認を受けている法人は、青色申告の取りやめをできな

いこととする。 

（4）グループ通算制度の適用法人に対する国税庁長官、国税局長及び税務署長に

よる帳簿書類についての必要な指示について、連結納税制度と同様とする。 

 

五 適用関係 

１ グループ通算制度の適用 

グループ通算制度は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用する。 

２ 経過措置 

連結納税制度からの移行に伴い、次の経過措置を講ずる。 

（1）連結納税制度の承認は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度において

は、グループ通算制度の承認とみなす。 

（2）連結法人は、連結親法人が令和４年４月１日以後最初に開始する事業年度開
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始の日の前日までに税務署長に届出書を提出することにより、グループ通算制

度を適用しない単体納税法人となることができる。 

（3）連結納税制度における特定連結欠損金個別帰属額を、グループ通算制度にお

ける特定欠損金額とみなす。 

（4）連結欠損金の繰越控除制度において更生法人等として連結欠損金の控除限度

額を連結欠損金の控除前の連結所得の金額とされていた連結グループ内の子法

人は、上記一５（2）①の更生法人等とみなす。 

（5）各個別制度についても、連結納税制度からグループ通算制度への移行のため

の必要な経過措置を講ずる。 



（参考１）

平年度 初年度

１．個人所得課税

企業年金・個人年金制度等の見直し ▲ 10 0

２．法人課税

（１）オープンイノベーションを促進するための税制措置の創設 ▲ 150 ▲ 130

（２）賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し 90 70

（３）交際費等の損金不算入制度の見直し 140 110

（４）５Ｇ導入促進税制の創設 ▲ 130 ▲ 100

（５）連結納税制度の見直し 10 -

（６）情報連携投資等の促進に係る税制の廃止 40 40

　　法人課税　計 0 ▲ 10

３．消費課税

（１）軽量な葉巻たばこに係るたばこ税の課税方式の見直し 10 0

（２）居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し 40 0

　　消費課税　計 50 0

４．納税環境整備

利子税・還付加算金等の割合の引下げ 40 0

80 ▲ 10

（注１） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

（注２） 法人に係る消費税の申告期限の特例の創設によって、令和2年度に帰属する予定であった消費税額の一部（240億円）が、納付時期の

ずれにより、令和3年度税収に帰属することとなる。

令和２年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額

（単位：億円）

改　　正　　事　　項

合 　計
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（参考２）

（単位：億円）

１　個人住民税 ▲ 2 ▲ 5 ▲ 7

　未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（夫）控除 ▲ 2 ▲ 5 ▲ 7

　の見直し

２　法人事業税 ▲ 175 ▲ 175

　電気供給業に係る収入金額課税方式の見直し ▲ 175 ▲ 175

３　地方たばこ税 2 9 11

 軽量な葉巻たばこに係るたばこ税の課税方式の見直し 2 9 11

４　軽油引取税 55 55 55 55

　課税免除の特例措置の見直し 55 55 55 55

５　固定資産税 97 97 25 25

（1）一般送配電事業者が新設した変電所又は送電施設 80 80

に係る課税標準の特例措置の廃止

（2）日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る 21 21 21 21

課税標準の特例措置の廃止

（3）ローカル５Ｇの設備に係る課税標準の ▲ 7 ▲ 7

特例措置の創設

（4）その他 3 3 4 4

６　都市計画税 4 4 4 4

　日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る 4 4 4 4

　課税標準の特例措置の廃止等

７　納税環境整備 7 14 21

　還付加算金等の割合の引下げ 7 14 21

合 計 ▲ 113 119 6 55 29 84

国税の税制改正に伴うもの 12 ▲ 5 7 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 2

　個人住民税 ▲ 2 ▲ 4 ▲ 6

　法人住民税 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1

　法人事業税 3 3 ▲ 1 ▲ 1

　地方消費税 11 11

再 計 ▲ 101 114 13 54 28 82

計

（注１）　上記の計数は1億円未満を四捨五入している。

（注２）　上記の他、地方譲与税の増減収額は下記のとおり。

・森林環境譲与税の見直しによる譲与額の増加は初年度200億円。
・国税の税制改正に伴う特別法人事業譲与税の減収額は初年度▲1億円、平年度▲2億円と見込まれる。

令和２年度の税制改正（地方税関係）による増減収見込額

改　正　事　項
平　年　度 初　年　度

道府県税 市町村税 計 道府県税 市町村税
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